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近
代
日
本
に
お
け
る
衛
生
行
政
の
変
容

　
　
1
「
十
九
年
の
頓
挫
」
の
実
相
1

笠

原

英

彦

近代日本における衛生行政の変容

一
、
は
じ
め
に

二
、
衛
生
行
政
の
拡
張
と
衛
生
局
の
対
応

三
、
衛
生
行
政
の
変
容

四
、
衛
生
行
政
の
軌
道
修
正

五
、
結
　
び

一
、

は
じ
め
に

　
衛
生
と
は
「
親
シ
ク
人
民
ノ
生
活
活
業
二
関
渉
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

各
地
風
俗
人
情
ノ
異
同
ニ
ョ
リ
テ
一
渠
二
拘
束
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
」
も

の
、
す
な
わ
ち
各
地
方
の
状
況
を
酌
量
す
べ
き
事
業
で
あ
る
と
す
る

「
自
治
衛
生
」
の
考
え
方
が
長
与
専
斎
や
内
務
省
衛
生
局
に
よ
り
育

ま
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
後
藤
新
平
に
よ
っ
て
も
受
け
継

が
れ
、
明
治
十
九
年
の
官
制
改
革
に
よ
り
地
方
衛
生
行
政
の
多
く
が

行
政
警
察
に
移
管
さ
れ
る
措
置
を
後
藤
は
施
政
の
方
針
に
反
す
る
と

　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
強
く
批
判
し
た
。
そ
の
後
、
政
府
は
府
県
制
、
郡
制
、
市
制
、

町
村
制
を
敷
い
て
基
幹
的
自
治
制
度
を
発
足
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
大

日
本
私
立
衛
生
会
な
ど
の
場
を
通
じ
て
長
与
や
後
藤
の
「
自
治
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

生
」
に
寄
せ
る
期
待
は
一
方
で
高
ま
り
を
み
せ
た
。

　
し
か
し
、
長
与
自
身
が
後
年
、
「
十
九
年
の
頓
挫
」
と
回
顧
し
た

よ
う
に
、
十
年
代
末
の
「
衛
生
警
察
」
の
拡
充
強
化
は
長
与
を
は
じ

め
衛
生
局
関
係
者
の
一
部
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
そ

こ
で
本
稿
は
、
こ
う
し
た
衛
生
行
政
の
転
換
を
今
一
度
ふ
り
か
え
っ
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て
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
央
衛
生
会
や
地
方
衛
生
会
の
動
向

を
中
心
に
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
の
衛
生
行
政
の

実
相
を
広
範
な
視
野
に
立
ち
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
大
久
保
利
通
文
書
』

　
　
「
衛
生
意
見
」
。

　
（
2
）
　
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
後
藤
新
平
文
書
』
「
衛

　
　
生
制
度
論
」
。

　
（
3
）
　
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』
第
五
九
号
、
第
七
八
号
。

二
、
衛
生
行
政
の
拡
張
と
衛
生
局
の
対
応

　
甚
大
な
コ
レ
ラ
禍
を
受
け
て
、
東
京
府
で
は
早
く
も
明
治
十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

七
月
に
「
東
京
地
方
衛
生
会
仮
編
制
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
「
東
京

府
二
於
テ
各
々
応
分
ノ
カ
ヲ
尽
シ
候
ヘ
ト
モ
、
両
庁
（
東
京
府
、
東

京
警
視
本
署
－
筆
者
）
従
事
ノ
際
或
ハ
累
重
ノ
処
分
ヲ
為
シ
或
ハ
事

務
ノ
渋
滞
ヲ
来
タ
シ
、
随
テ
其
費
用
モ
亦
重
複
シ
不
都
合
不
少
二
付

別
紙
編
制
章
程
ヲ
以
テ
府
下
二
於
テ
東
京
衛
生
会
ヲ
開
設
シ
、
両
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ノ
吏
員
及
ヒ
医
士
等
ヲ
選
定
シ
中
央
衛
生
会
ニ
テ
致
管
轄
候
」
と
の

意
図
の
下
に
、
東
京
に
地
方
衛
生
会
は
発
足
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
地
方
衛
生
会
を
管
轄
す
る
立
場
の
中
央
衛
生
会
も
こ
れ
に

先
立
ち
内
務
省
内
に
設
置
さ
れ
、
相
前
後
し
て
活
動
を
開
始
し
た
。

中
央
衛
生
会
は
ま
ず
同
月
、
海
港
検
疫
規
則
の
実
施
を
め
ぐ
る
協
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
皮
切
り
に
審
議
入
り
し
た
。
コ
レ
ラ
の
蔓
延
を
阻
止
す
る
べ
く
、

陸
軍
軍
医
総
監
、
松
本
順
、
海
軍
軍
医
総
監
、
戸
塚
文
海
、
一
等
侍

医
、
池
田
謙
斉
、
東
京
大
学
医
学
部
教
授
、
三
宅
秀
ら
日
本
人
委
員

に
ベ
ル
ツ
ら
外
国
人
医
師
ら
が
加
わ
っ
て
最
初
の
会
合
が
開
催
さ

（
4
）

れ
た
。
こ
れ
に
引
き
続
き
、
同
月
二
十
二
日
、
二
十
三
日
に
は
、
森
、

松
本
、
長
与
ら
と
外
国
人
医
師
ら
が
協
議
を
重
ね
た
。
中
央
衛
生
会

は
毎
週
二
、
三
回
の
頻
度
で
委
員
総
集
会
を
も
ち
、
内
務
省
衛
生
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

か
ら
吏
員
が
書
記
と
し
て
出
席
し
た
。
そ
こ
で
は
主
と
し
て
検
疫
法

な
ど
伝
染
病
予
防
事
項
が
熱
心
に
話
し
合
わ
れ
た
。

　
東
京
地
方
衛
生
会
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
年
八
月
六
日
付
の
上
申
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

よ
っ
て
内
務
省
は
経
費
上
の
手
当
て
を
求
め
、
翌
九
月
の
調
査
局
の

　
　
　
（
7
）

審
議
を
経
て
、
「
右
ハ
無
余
儀
筋
ト
存
候
間
、
金
六
千
円
予
備
金
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

内
ヨ
リ
支
出
取
計
可
申
候
」
と
の
大
蔵
省
の
上
答
を
得
た
。
こ
う
し

て
準
備
段
階
に
あ
っ
た
地
方
衛
生
会
は
、
同
年
十
二
月
に
至
っ
て
中

央
衛
生
会
共
々
、
「
吏
員
其
事
二
熟
セ
ス
問
々
肯
繁
ヲ
失
シ
、
巨
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ノ
費
用
モ
得
失
相
償
ハ
サ
ル
ノ
景
況
有
之
」
と
の
理
由
も
あ
っ
て
職

制
章
程
の
創
定
へ
と
こ
ぎ
つ
け
た
。

　
こ
の
間
、
同
年
八
月
二
十
二
日
に
は
、
中
央
衛
生
会
と
束
京
地
方

衛
生
会
と
に
対
し
て
コ
レ
ラ
病
撲
滅
に
関
す
る
告
諭
が
下
さ
れ
、

「
此
際
二
当
リ
医
学
者
一
層
精
神
ヲ
奮
発
シ
、
断
ジ
テ
此
病
ヲ
克
治
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ス
ル
ニ
期
シ
、
夜
以
テ
日
二
継
ギ
病
毒
ノ
原
因
ヲ
閾
明
シ
治
療
ノ
方

法
ヲ
精
練
シ
、
予
防
ノ
規
則
ヲ
簡
便
ニ
シ
テ
病
者
ヲ
シ
テ
弊
ル
ル
ニ

至
ラ
シ
メ
ズ
、
貧
民
ヲ
シ
テ
予
防
二
易
カ
ラ
シ
メ
、
速
二
衛
生
ノ
功

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ヲ
奏
セ
ン
事
ヲ
欲
ス
」
と
し
て
衛
生
関
連
諮
問
機
関
へ
の
期
待
が
表

明
さ
れ
た
。

　
地
方
衛
生
会
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
足
に
あ
た
っ
て
地
方
税
を
税

源
と
す
る
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
当
面
流
行
病
予
防
費
と
病
院
費

　
　
　
　
　
（
n
）

と
が
流
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
措
置
ぱ
明
治
十
三
年
二
月
十
七
日
付

で
府
県
に
達
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
、
同
年
二
月
二
十
七
口
付

の
内
務
省
伺
に
は
、
「
衛
生
之
事
務
ハ
新
規
二
属
シ
且
専
ラ
学
術
上

之
考
究
二
係
リ
候
儀
二
付
、
吏
員
ノ
如
キ
ハ
粗
其
大
意
ヲ
会
得
ス
ル

ヲ
要
シ
、
平
常
二
於
テ
漸
次
事
務
ノ
調
理
整
頓
ヲ
謀
ル
ニ
非
サ
レ
バ

…
（
中
略
）
…
差
向
右
事
務
担
任
之
者
若
干
之
増
置
ヲ
要
シ
、
府
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

判
任
官
給
与
之
内
へ
増
費
ト
シ
テ
御
ド
付
相
成
候
様
」
大
蔵
省
と
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

議
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
頃
か
ら
内
務
省
は
政
府
の
了
解
を
得
て
、
し
だ
い
に
衛
生
行

政
を
拡
張
す
る
方
針
を
鮮
明
に
し
て
い
っ
た
。
政
府
内
部
で
は
、
明

治
十
三
年
二
月
末
の
段
階
で
「
衛
生
事
務
ノ
儀
ハ
追
々
相
達
趣
モ
有

　
　
　
　
　
（
1
4
）

之
漸
次
拡
張
可
致
」
と
の
意
向
を
確
認
し
、
東
京
府
、
京
都
府
、
大

阪
府
、
神
奈
川
県
、
兵
庫
県
、
長
崎
県
、
新
潟
県
に
対
し
て
各
々
判

任
官
を
七
名
宛
増
員
し
、
年
二
千
五
百
二
十
円
の
予
算
を
計
上
す
る

こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。

　
中
央
衛
生
会
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
三
年
五
月
］
日
付
「
中
央
衛

生
会
経
費
予
算
額
ノ
儀
上
申
」
に
よ
り
、
十
二
年
度
に
一
万
五
千
四

百
三
十
円
、
十
三
年
度
に
つ
き
三
万
二
千
四
百
七
十
六
円
が
計
上
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
、
大
幅
な
増
加
傾
向
を
示
し
た
。
上
申
の
中
に
「
本
会
ノ
儀
ハ
昨

十
二
年
十
二
月
恒
立
其
以
前
ハ
席
列
刺
病
流
行
二
際
シ
開
会
候
二
付
、

同
年
度
ノ
費
額
ヲ
以
十
三
年
度
二
比
照
難
致
、
既
二
本
年
四
月
公
達

職
制
二
照
準
客
歳
開
会
以
降
費
ス
所
ノ
実
額
ヲ
参
酌
取
調
候
条
至
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

御
裁
下
其
旨
大
蔵
卿
へ
御
達
被
下
度
」
と
あ
る
よ
う
に
、
活
動
費
は

基
本
的
に
コ
レ
ラ
対
策
費
と
い
う
に
等
し
か
っ
た
た
め
、
十
二
年
度

の
出
費
は
臨
時
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
十
三
年
度
に
つ
い
て
は
前
年
度

を
算
定
基
準
と
は
し
な
い
も
の
の
、
結
果
と
し
て
か
な
り
積
み
増
し

　
（
1
7
）

さ
れ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
衛
生
行
政
の
拡
張
に
は
そ
の
裏
付
け
と
な
る
財
政
的
手

当
て
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
明
治
十
五
年
九

月
十
一
日
付
「
衛
生
事
務
二
係
ル
費
用
御
下
付
之
義
二
付
上
申
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

一
定
の
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
去
明
治
九

年
中
売
薬
税
則
ヲ
発
行
シ
テ
衛
生
事
務
ヲ
拡
張
ス
ル
ノ
議
ヲ
当
省
ヨ

リ
上
申
シ
、
税
則
発
行
之
義
ハ
御
聞
届
相
成
候
得
共
、
衛
生
費
充
用

ノ
事
ハ
当
分
難
聞
届
旨
御
指
令
相
成
、
爾
後
国
民
健
康
ハ
内
外
上
下

ノ
注
視
ス
ル
所
ト
ナ
リ
衛
生
事
務
之
緊
要
ハ
日
々
急
切
ヲ
加
へ
、
既
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二
本
年
二
月
中
池
田
謙
斉
、
高
木
兼
寛
建
議
之
次
第
有
之
、
売
薬
税

中
更
二
印
紙
ノ
間
税
ヲ
課
シ
、
以
テ
衛
生
費
途
二
充
テ
候
義
御
下
問

ヲ
蒙
リ
、
無
害
ノ
税
ヲ
収
メ
テ
有
益
ノ
事
業
ヲ
興
シ
候
義
二
付
速
カ

ニ
建
議
御
採
用
相
成
可
然
旨
及
復
申
候
処
、
御
嘉
納
被
為
在
売
薬
印

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

紙
税
規
則
御
発
行
相
成
候
」
と
税
源
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
税
収
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
衛
生
費
は
緊
要
な
事
項
へ
の
充

当
が
最
優
先
さ
れ
、
「
衛
生
ノ
大
意
二
通
シ
タ
ル
者
ヲ
撰
ミ
テ
衛
生

上
検
視
ノ
事
ヲ
任
シ
、
各
地
ヲ
巡
視
シ
テ
実
際
二
就
キ
地
方
衛
生
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

員
ヲ
督
察
教
導
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
、
「
郡
区
医
ノ
設
置
ヲ
普
ク
シ
、
町

村
衛
生
委
員
ノ
撰
挙
法
ヲ
改
良
シ
テ
其
費
用
ノ
幾
分
ヲ
国
庫
ヨ
リ
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

助
シ
且
奨
励
ノ
道
ヲ
開
ク
コ
ト
」
、
「
三
府
五
港
及
ヒ
人
口
五
万
人
以

上
稠
密
ノ
都
市
二
限
リ
溝
渠
水
道
家
屋
等
ノ
制
ヲ
定
メ
、
新
築
改
造

等
ノ
節
ハ
漸
次
改
良
ヲ
加
ヘ
シ
メ
其
衛
生
上
必
須
ノ
部
分
二
係
ル
モ

ノ
ハ
其
費
額
ノ
幾
分
ヲ
国
庫
ヨ
リ
補
助
ス
ル
コ
ト
」
、
「
衛
生
官
ノ
名

称
ヲ
設
ケ
衛
生
局
ノ
事
務
章
程
ヲ
改
定
シ
其
経
費
増
額
ヲ
要
ス
ル
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

ト
」
の
四
点
に
重
点
配
分
さ
れ
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
上
申
に
対
し
て
、
政
府
は
「
衛
生
事
務
拡
張
ノ
為
メ
金
拾
五

（
23
）

万
円
」
の
拠
出
を
許
可
し
た
が
、
第
四
の
項
目
で
あ
る
衛
生
官
の
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

設
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
三

項
目
に
わ
た
る
措
置
に
よ
り
、
地
方
衛
生
行
政
の
中
央
統
制
と
地
方

衛
生
制
度
の
基
盤
整
備
が
一
段
と
拡
充
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

　
上
述
の
上
申
の
中
に
登
場
す
る
池
田
謙
斉
と
高
木
兼
寛
の
建
議
に

対
し
て
内
務
省
衛
生
局
長
、
長
与
専
斎
は
、
明
治
十
五
年
二
月
、
山

田
顕
義
内
務
卿
宛
に
意
見
書
を
提
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
「
衛
生
事

務
ノ
行
否
ハ
国
家
ノ
盛
衰
二
関
シ
今
日
必
之
力
拡
張
ヲ
図
ラ
サ
ル
ヘ

カ
ラ
サ
ル
ハ
観
縷
本
議
中
二
詳
ナ
ル
カ
如
シ
、
殊
二
売
薬
税
ヲ
加
ヘ

テ
衛
生
費
二
充
ツ
ル
カ
如
キ
ハ
其
宜
キ
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ

（
2
5
）

ヘ
シ
」
と
の
論
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
売
薬
規
則
の
発
行
に
伴
い
売
薬
の
販
売
に
は
一
定
の
歯
止
め
が
か

か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
逆
に
売
薬
業
は
日
増
し
に

拡
大
の
様
相
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
売
薬
税
の
課
税
に
よ
り
、
明

治
十
二
年
度
に
は
七
万
八
千
七
百
七
十
円
余
の
税
収
が
あ
り
、
翌
十

三
年
度
に
は
や
は
り
七
万
千
七
百
五
十
三
円
余
の
徴
収
が
見
込
ま
れ

た
。
乏
し
い
衛
生
費
に
長
与
が
こ
の
税
収
を
充
当
し
た
い
と
考
え
た

の
も
蓋
し
当
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
売
薬
印
紙
税
の
賦

課
は
政
府
の
歳
入
を
大
い
に
潤
し
、
五
、
六
十
万
円
以
上
の
増
額
が

期
待
さ
れ
た
。
長
与
は
池
田
ら
が
示
し
た
事
務
章
程
案
に
対
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

そ
の
重
要
性
を
高
く
評
価
し
、
意
見
書
の
中
で
論
評
を
加
え
て
い
る
。

そ
れ
は
以
下
の
七
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
当
時
に
お
け
る
衛
生

行
政
の
基
盤
整
備
に
関
わ
る
重
要
な
骨
子
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

冗
長
を
厭
わ
ず
当
該
箇
条
を
左
に
列
挙
し
た
い
。

　
第
【
条
　
全
国
ノ
医
務
ハ
文
部
省
二
医
務
局
創
置
以
来
既
二
着
手
セ
ル
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第
二
条

第
三
条

第
四
条

所
ニ
シ
テ
其
細
項
多
ク
ハ
実
施
中
ノ
コ
ト
ニ
係
リ
、
其
法
律
規

則
ノ
如
キ
再
三
改
正
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
然
レ
ト
モ
其
事

多
ク
ハ
医
学
ノ
教
育
二
連
帯
ス
ル
ヲ
以
テ
末
完
全
ノ
域
二
達
ス

ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
漸
次
之
力
整
理
ヲ
謀
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
公
衆
衛
生
ハ
本
局
事
務
中
最
緊
要
ノ
條
款
ナ
リ
ト
雌
モ
其
事

多
ク
ハ
人
民
衣
食
住
ノ
利
害
二
密
接
シ
或
ハ
彩
多
ノ
費
用
ヲ
要

ス
ル
ヲ
以
テ
未
着
手
セ
サ
ル
モ
ノ
多
シ
。
幸
二
衛
生
事
務
ヲ
拡

張
セ
ラ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ
徐
々
其
歩
ヲ
進
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス

　
貧
民
救
済
ハ
本
議
ニ
モ
記
載
セ
ル
カ
如
ク
衛
生
事
務
中
ノ
一

重
大
項
ナ
リ
ト
雌
モ
、
其
方
法
頗
ル
複
雑
ニ
シ
テ
且
其
費
用
ヲ

支
フ
ル
ノ
途
ナ
キ
ヲ
以
テ
本
局
二
於
テ
未
タ
之
ヲ
計
画
ス
ル
ニ

至
ラ
ス
。
但
一
二
地
方
ハ
救
育
所
ヲ
設
ケ
郡
区
町
村
医
ヲ
置
キ

施
療
施
薬
ノ
規
則
ヲ
施
ス
モ
ノ
ナ
キ
ニ
非
サ
レ
ト
モ
、
其
方
法

未
整
備
ス
ル
ニ
非
ラ
ス
。
又
各
府
県
普
ク
之
ヲ
施
設
ス
ル
ニ
非

ラ
ス
。
一
般
貧
民
救
済
ノ
方
法
ハ
未
其
緒
ヲ
啓
カ
サ
ル
モ
ノ
ト

謂
フ
モ
可
ナ
リ
。
幸
二
本
議
ヲ
採
納
セ
ラ
レ
売
薬
ノ
収
税
ヲ
以

テ
其
費
途
ヲ
支
フ
ル
ヲ
得
ハ
其
方
法
ヲ
経
営
シ
更
二
建
議
ス
ル

所
ア
ラ
ン
ト
ス

　
病
災
予
防
ハ
頻
年
虎
列
刺
病
ノ
現
発
二
由
リ
既
二
法
律
規
則

ノ
発
行
ア
リ
。
再
三
之
力
改
正
ヲ
為
シ
テ
以
テ
今
日
二
実
施
セ

ラ
レ
其
法
律
規
則
ハ
本
邦
衛
生
事
業
中
最
全
備
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
予
防
消
毒
ノ
細
目
ノ
如
キ
モ
其
指
示
ス
ル
所
周
密
ナ
ラ
サ
ル

ニ
非
ラ
ス
。
然
リ
ト
難
モ
或
ハ
発
病
者
ノ
申
報
ヲ
怠
リ
或
ハ
故

第
五
条

第
六
条

第
七
条

意
二
隠
蔽
シ
テ
消
毒
法
ヲ
怠
ル
カ
如
キ
病
災
予
防
ノ
実
事
二
至

リ
テ
ハ
未
治
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
。
到
底
第
六
條
即
チ
地

方
衛
生
事
務
ヲ
整
理
シ
之
二
連
帯
シ
テ
始
テ
本
條
ノ
目
的
ヲ
達

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

　
統
計
報
告
ハ
既
二
着
手
ス
ル
所
ニ
シ
テ
各
府
県
勉
メ
テ
之
二

従
事
ス
。
然
レ
ト
モ
統
計
事
実
ノ
謬
漏
通
信
報
告
ノ
疎
慢
ア
ル

ヲ
免
レ
難
シ
。
亦
第
六
条
二
連
帯
シ
テ
其
整
理
ヲ
謀
ル
ヘ
キ
モ

ノ
ト
ス

　
地
方
衛
生
事
務
ハ
既
二
地
方
衛
生
会
府
県
衛
生
課
町
村
衛
生

委
員
ノ
設
ア
リ
。
其
組
織
完
備
ナ
ル
カ
如
シ
ト
錐
モ
其
実
大
二

然
ラ
ス
。
地
方
衛
生
会
ア
ル
モ
其
開
会
概
ネ
一
年
両
三
回
二
過

キ
サ
ル
ア
リ
。
府
県
衛
生
課
吏
員
モ
亦
往
々
他
課
ヨ
リ
兼
勤
ス

ル
者
ア
リ
。
町
村
衛
生
委
員
ノ
如
キ
ハ
適
任
ノ
者
ヲ
得
難
キ
ハ

論
ナ
ク
多
ク
ハ
殆
ト
名
ア
リ
テ
其
実
ナ
ク
人
民
二
直
接
シ
テ
其

職
務
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
勉
メ
サ
ル
ノ
弊
ア
リ
。
是
地
方
衛
生

事
務
ノ
挙
カ
ラ
サ
ル
所
以
ナ
リ
時
々
本
局
員
ヲ
派
出
シ
テ
地
方

衛
生
吏
員
二
面
議
シ
誘
液
提
携
倍
々
其
事
務
ノ
拡
張
整
理
ヲ
致

サ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス

　
官
設
衛
生
事
業
ハ
本
局
所
轄
各
司
薬
場
二
於
テ
従
前
施
行
ス

ル
所
ノ
事
務
ヲ
更
張
ス
ル
者
ニ
シ
テ
衛
生
事
業
ノ
整
理
ヲ
謀
ル

ニ
ハ
随
テ
其
規
模
ヲ
拡
充
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
蓋
シ
衛
生
ノ
事

ハ
真
理
実
験
二
基
キ
漸
次
二
其
歩
ヲ
進
ム
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
化
学

作
用
ノ
如
キ
有
形
ノ
明
証
ヲ
以
テ
其
利
害
ヲ
徴
知
ス
ル
コ
ト
尤
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必
要
ナ
レ
ハ
ナ
リ

　
ま
ず
医
務
の
整
備
を
進
め
る
に
は
医
学
教
育
の
発
展
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
次
に
衛
生
局
の
最
重
要
事
項
で

あ
る
公
衆
衛
生
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
民
衆
の
日
常
生
活
と
密
接
に
関

連
す
る
と
と
も
に
多
く
の
経
費
を
要
す
る
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
衛
生
事
務
の
拡
張
に
よ
る
事
態
の
打
開
が
模
索
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
貧
民
救
済
に
つ
い
て
は
そ
の
方
法
が
複
雑
で
あ
り
多

く
の
費
用
が
必
要
な
こ
と
か
ら
計
画
す
ら
立
案
さ
れ
て
い
な
い
実
態

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
売
薬
税
収
入
を
そ
の
費
途
に
あ
て

る
こ
と
が
強
く
切
望
さ
れ
て
い
る
。
伝
染
病
予
防
に
つ
い
て
は
衛
生

行
政
が
そ
れ
ま
で
も
っ
と
も
多
く
の
精
力
を
傾
け
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
依
然
と
し
て
「
発
病
者
ノ
申
報
ヲ
怠
リ
或
ハ
故
意
二
隠
蔽

シ
テ
消
毒
法
ヲ
怠
ル
カ
如
キ
」
事
態
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
第
六
条

の
地
方
衛
生
事
務
の
整
理
に
伴
い
問
題
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
三
年
に
整
備
さ
れ
た
地
方
衛
生
会
以
下
の
事

務
組
織
は
十
分
に
機
能
し
て
お
ら
ず
、
「
名
ア
リ
テ
其
実
ナ
ク
」
と

の
評
価
が
与
え
ら
れ
、
適
宜
衛
生
局
局
員
を
派
出
し
て
地
方
衛
生
吏

員
と
会
合
し
、
事
務
の
「
拡
張
整
理
」
に
つ
き
適
切
な
指
導
が
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

れ
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
官
設
衛
生
事
務
に

つ
い
て
は
そ
の
規
模
の
拡
充
が
進
言
さ
れ
て
い
る
。

　
長
与
は
中
央
衛
生
会
委
員
の
建
議
に
力
を
得
て
、
衛
生
行
政
の
当

面
す
る
課
題
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
財
政
基
盤
の
強
化
と
既
存

の
衛
生
行
政
組
織
の
適
切
な
監
視
と
そ
の
実
効
化
を
企
図
し
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
　
同
編
制
法
は
同
年
七
月
三
十
日
付
の
東
京
警
視
本
署
、
東
京
府

　
へ
の
内
務
省
達
に
「
従
前
其
処
々
二
於
テ
管
理
候
衛
生
事
務
ハ
同
会

　
へ
可
引
渡
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
各
所
に
分
散
し
て
い
た
衛
生
事
務

　
を
東
京
地
方
衛
生
会
に
一
元
化
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
（
『
法

規
分
類
大
全
』
衛
生
門
一
、
四
一
頁
）
。
そ
の
第
一
条
に
「
中
央
衛

生
会
ノ
決
議
二
因
リ
内
務
卿
ノ
命
ヲ
以
テ
臨
時
之
ヲ
開
設
ス
」
、
第

　
二
条
に
「
衛
生
上
ノ
事
項
ヲ
商
議
シ
其
決
議
ヲ
以
テ
中
央
衛
生
会
二

稟
議
シ
或
ハ
中
央
衛
生
会
ノ
指
図
ヲ
以
テ
其
事
務
ヲ
施
行
ス
ル
」
、

第
五
条
に
「
幹
事
及
ヒ
委
員
ハ
中
央
衛
生
会
ノ
薦
挙
二
因
テ
内
務
卿

　
之
ヲ
命
シ
」
、
第
六
条
に
「
該
衛
生
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
其
議
事
及
ヒ

事
務
ノ
章
程
ヲ
造
リ
中
央
衛
生
会
ノ
認
可
ヲ
経
テ
内
務
卿
二
呈
ス
ヘ

　
シ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
方
衛
生
会
は
事
務
執
行
上
絶
え
す
中
央
衛

生
会
と
緊
密
な
連
携
を
と
り
、
そ
の
指
導
を
仰
ぐ
こ
と
が
強
く
求
め

　
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
八
月
一
日
付
「
東
京
曙
新
聞
」
に
よ
れ
ば
、

東
京
地
方
衛
生
会
に
は
「
傍
聴
と
し
て
内
務
中
央
衛
生
会
よ
り
も
委

員
に
も
出
張
相
成
る
」
こ
と
と
な
っ
た
。

（
2
）
　
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
太
政
類
典
』
保
民
、
明
治
十
二
年
七
月

付
内
務
省
上
申
「
東
京
地
方
衛
生
会
仮
編
制
法
ヲ
定
ム
」
。

（
3
）
　
大
日
方
純
夫
・
勝
田
政
治
・
我
部
政
男
編
『
内
務
省
年
報
・
報

告
書
』
第
九
巻
（
一
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
中
央
衛
生
会
ノ
職
制
ハ
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明
治
十
二
年
七
月
内
務
省
中
二
該
会
ヲ
開
カ
ル
ル
ノ
際
専
非
常
ノ
場

合
二
於
テ
政
府
ヲ
輔
佐
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
当
省
ヨ
リ
其
職
制
並
章

程
ヲ
定
メ
テ
達
セ
ラ
レ
シ
カ
、
十
二
月
二
至
リ
同
会
二
於
テ
衛
生
ノ

事
務
ハ
凡
テ
人
民
ノ
健
康
即
チ
全
国
富
強
二
関
シ
平
日
二
於
テ
最
モ

忽
諸
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
本
会
ヲ
恒
立
ト
ナ
シ
」
と
の
設
立
経
緯

　
を
経
て
成
立
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
4
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
衛
生
門
一
、
四
〇
頁
－
四
］
頁
、
福
留
祥

　
子
「
明
治
前
期
の
衛
生
行
政
機
構
に
就
い
て
」
『
労
働
科
学
』
六
四

　巻八号、

三
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
　
明
治
十
二
年
七
月
二
士
二
日
付
「
朝
野
新
聞
」
。

（
6
）
　
『
太
政
類
典
』
保
民
、
明
治
十
二
年
八
月
六
日
付
「
内
務
省
」

申
」
に
は
、
「
今
般
東
京
地
方
衛
生
会
開
設
柑
成
候
二
付
、
差
向
キ

費
用
開
場
三
ケ
月
間
見
込
概
算
金
六
千
円
予
定
候
旨
該
会
長
ヨ
リ
申

　
立
候
。
尤
病
勢
ノ
実
況
二
檬
リ
多
少
ノ
増
減
ヲ
可
生
候
ヘ
ト
モ
先
以

前
書
全
額
至
急
御
下
付
相
成
度
此
旨
ヒ
申
仕
候
也
」
と
あ
り
、
必
ず

　
し
も
経
費
に
つ
い
て
確
た
る
見
通
し
が
立
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が

　
わ
か
る
。

（
7
）
　
同
右
書
、
明
治
十
二
年
九
月
十
二
日
付
「
調
査
局
議
按
」
に
よ

　
れ
ば
、
「
内
務
省
上
申
東
京
地
方
衛
生
会
開
場
三
ケ
月
問
費
用
請
求

　
ノ
件
ハ
不
得
止
費
途
二
有
之
、
大
蔵
省
二
於
テ
モ
異
儀
無
之
候
間
申

　
請
ノ
全
額
御
下
付
相
成
可
然
哉
、
左
按
取
調
仰
高
裁
候
也
」
と
あ
る

　
通
り
、
財
政
当
局
と
の
折
衝
も
円
滑
に
進
み
、
請
求
は
満
額
認
め
ら

　
れ
た
。

（
8
）
　
同
右
書
、
明
治
十
二
年
九
月
八
日
付
「
大
蔵
省
E
答
」
（
同
月

卜
六
日
、
大
蔵
省
へ
達
）
。

（
9
）
　
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
録
』
、
明
治
十
二
年
十
二
月
十
六

日
付
三
条
実
美
宛
伊
藤
博
文
内
務
卿
「
中
央
衛
生
会
井
地
方
衛
生
会

職
制
章
程
創
定
之
儀
二
付
上
申
」
。

（
m
）
　
明
治
十
二
年
八
月
二
十
三
日
付
「
東
京
曙
新
聞
」
。

（
n
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
三
年
二
月
十
三
日
付
「
地
方
衛
生
会
費
用

　
之
儀
二
付
ヒ
申
」
に
は
、
「
右
費
用
ノ
儀
ハ
地
方
税
ヨ
リ
支
弁
相
成

相
当
ノ
儀
ト
存
候
処
、
地
方
税
中
其
費
用
無
之
、
然
ル
ニ
昨
年
ノ
如

　
ク
虎
列
刺
病
三
月
中
旬
ヨ
リ
相
発
シ
候
様
ニ
テ
ハ
実
二
不
容
易
事
二

付
、
右
予
防
法
等
十
分
相
議
候
為
メ
急
速
開
会
不
致
候
半
テ
ハ
難
相

成
帝
以
右
費
目
被
相
定
候
暇
無
之
、
就
テ
ハ
差
向
キ
本
年
度
之
儀
ハ

地
方
税
中
流
行
病
予
防
費
及
ヒ
病
院
費
ヨ
リ
流
用
支
出
候
様
至
急
御

達
相
成
度
」
と
あ
り
、
政
府
は
同
費
用
を
地
方
税
中
よ
り
支
出
す
る

　
こ
と
に
固
執
し
た
。

（
12
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
三
年
二
月
二
十
七
日
付
「
地
方
衛
生
費
之

儀
二
付
伺
」
。

（
1
3
）
政
府
の
基
本
姿
勢
と
し
て
は
、
コ
レ
ラ
対
策
に
つ
い
て
「
先
之

　
ヲ
実
施
シ
然
ル
後
其
金
額
ヲ
請
求
ス
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ズ
抑
地
方
税

等
ノ
已
二
発
行
ス
ル
ニ
至
ル
ヤ
臨
時
費
ノ
如
キ
ハ
病
勢
ノ
狙
獺
ナ
ル

　
ニ
際
シ
民
費
ノ
支
消
ス
ル
能
ハ
ズ
シ
テ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ

限
リ
下
付
ス
ベ
キ
ノ
性
質
ナ
ル
ヲ
以
テ
臨
時
費
目
三
個
条
ヲ
掲
ケ
テ

別
途
二
下
付
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
流
行
ノ
地
方
二
達
セ
ラ
レ
タ
リ
」
と
い
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う
も
の
で
あ
っ
た
（
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
九
巻
、
一
三

頁
）
。

（
1
4
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
三
年
二
月
二
十
八
日
付
御
達
案
。

（
1
5
）
　
同
右
書
、
明
治
十
三
年
五
月
一
日
付
「
中
央
衛
生
会
経
費
予
算

額
ノ
儀
」
申
」
。

（
1
6
）
松
方
正
義
内
務
卿
は
「
両
年
度
予
算
額
調
整
候
二
付
当
省
経
費

十
二
年
度
ヨ
リ
増
額
御
許
下
相
成
度
」
と
太
政
官
に
対
し
て
増
額
を

要
求
し
た
（
同
右
書
、
同
上
申
）
。

（
1
7
）
　
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
に
よ
れ
ば
、
「
十
二
年
庸
列
刺
病
ノ

流
行
ス
ル
ニ
当
テ
各
地
ノ
報
告
及
中
央
衛
生
会
派
出
医
員
ノ
申
状
二

檬
テ
其
実
況
ヲ
観
察
ス
ル
ニ
其
吏
員
ノ
如
キ
ハ
危
ヲ
冒
シ
険
ヲ
凌
キ

夜
以
テ
日
二
継
キ
実
二
勉
強
ノ
カ
ヲ
尽
ク
シ
タ
リ
ト
雄
寛
ナ
ル
者
ハ

疎
二
流
レ
厳
ナ
ル
者
ハ
苛
二
渉
リ
予
防
ノ
肯
繁
ヲ
得
ル
能
ハ
ス
畢
寛

平
時
二
在
テ
其
方
法
ヲ
講
究
経
営
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
一
旦
事
ア
ル
ノ

　
日
二
臨
ミ
テ
百
般
ノ
作
為
其
全
効
ヲ
収
メ
難
ク
随
テ
巨
万
ノ
費
額
モ

亦
浪
棄
二
属
ス
ヘ
シ
」
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
策
と
し

　
て
「
衛
生
ノ
一
課
ヲ
各
地
方
庁
二
置
キ
時
々
地
方
衛
生
会
ト
協
議
シ

以
テ
該
事
務
ヲ
掌
ラ
シ
メ
且
ツ
町
村
二
公
撰
衛
生
委
員
ヲ
設
ケ
人
民

　
ト
親
接
シ
テ
専
実
地
二
尽
力
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
五
年
九
月
十
一
日
付
「
衛
生
事
務
二
係
ル

費
用
御
下
付
之
義
付
上
申
」
中
に
み
え
る
「
売
薬
税
則
」
に
つ
い
て

　
は
、
元
老
院
の
審
議
に
お
い
て
様
々
な
疑
義
が
提
起
さ
れ
た
。
疑
義

　
の
内
容
は
「
売
薬
」
の
定
義
か
ら
税
額
の
当
否
ま
で
広
範
に
及
ん
で

　
い
る
。
か
か
る
税
目
が
設
け
ら
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
審
議
中
に

　
お
け
る
山
口
尚
芳
議
官
の
発
言
「
抑
地
租
改
正
ノ
挙
整
頓
落
成
セ
ハ
、

政
府
二
於
テ
ハ
殆
ン
ト
五
百
万
円
余
ノ
歳
入
ヲ
減
少
ス
ト
聞
ケ
リ
。

果
シ
テ
然
ラ
ハ
他
二
税
目
ヲ
起
シ
之
ヲ
補
填
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
本
案

　
モ
其
目
的
ヨ
リ
止
ム
ヲ
得
ス
起
草
セ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ
ト
信
ス
」
か

　
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
政
府
は
歳
入
不
足
を
補
う
た
め
に
こ
の
税
目
を

立
て
た
可
能
性
が
高
い
。
も
っ
と
も
内
閣
委
員
、
松
田
道
之
は
「
有

害
ナ
ル
者
ヲ
去
リ
其
無
効
ノ
者
ヲ
除
キ
梢
々
其
精
良
人
身
二
益
ア
ル

者
ヲ
撰
テ
以
テ
世
二
存
ス
ヘ
シ
ト
ス
。
之
ヲ
存
ス
ル
ヤ
其
税
則
モ
亦

　
ナ
カ
ル
可
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
の
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
松
田

委
員
か
ら
「
該
事
ハ
頗
ル
急
施
ヲ
要
ス
ル
ノ
情
実
ア
リ
」
と
し
て
主

務
官
庁
が
執
行
を
督
促
し
て
い
る
旨
が
表
明
さ
れ
た
（
『
元
老
院
会

議
筆
記
』
第
二
巻
、
前
期
、
三
〇
五
頁
以
下
）
。

（
1
9
）
　
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
第
十
三
巻
、
前
期
、
八
二
五
頁
以
下
参

照
。
「
売
薬
印
紙
税
規
則
被
定
之
件
」
は
「
売
薬
規
則
中
追
加
ノ
件
」

共
々
、
明
治
十
五
年
八
月
二
十
五
日
、
議
事
に
付
せ
ら
れ
た
。
布
告

案
で
は
同
規
則
に
よ
り
「
売
薬
ニ
ハ
必
ス
定
価
ヲ
付
記
シ
其
定
価
二

従
ヒ
製
薬
者
二
於
テ
左
ノ
割
合
相
当
ノ
印
紙
ヲ
貼
用
ス
ヘ
シ
」
と
さ

　
れ
、
印
紙
税
の
割
合
や
印
紙
種
目
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
製
造

者
ニ
シ
テ
無
印
紙
ノ
薬
品
ヲ
発
売
シ
タ
ル
者
ハ
試
圓
以
ヒ
武
百
圓
以

下
ノ
罰
金
二
処
シ
印
紙
不
足
ノ
薬
品
ヲ
発
売
シ
タ
ル
者
ハ
試
圓
以
」

百
圓
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス
」
あ
る
い
は
「
請
売
者
行
商
者
ニ
シ
テ
無

印
紙
ノ
薬
品
ヲ
所
持
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
販
売
シ
タ
ル
者
ハ
戴
圓
以
上
百
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圓
以
下
ノ
罰
金
二
処
シ
印
紙
不
足
ノ
薬
品
ヲ
所
持
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
販

売
シ
タ
ル
者
ハ
武
圓
以
上
五
拾
圓
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス
」
と
の
罰
則

も
設
け
ら
れ
た
。
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
白
根
専
一
内
閣
委
員
（
参

事
院
議
官
）
は
「
従
来
売
薬
者
ハ
一
地
方
二
於
テ
営
業
ノ
免
許
ヲ
得

　
ハ
何
ノ
地
方
二
於
テ
幾
多
ノ
製
薬
所
ヲ
有
ス
ル
モ
之
力
為
メ
別
二
納

税
ノ
義
務
ヲ
負
フ
コ
ト
ナ
シ
。
是
レ
事
理
二
適
セ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

管
理
上
亦
不
可
ナ
ル
所
ア
リ
。
而
シ
テ
本
案
ノ
如
ク
セ
ハ
能
ク
是
等

　
ノ
障
擬
ヲ
除
キ
且
幾
許
力
国
庫
ノ
収
入
ヲ
増
ス
ヘ
シ
」
と
し
、
さ
ら

　
に
「
我
政
府
ノ
経
済
ヲ
資
ケ
以
テ
他
ノ
有
用
ナ
ル
費
途
二
充
ン
ト
ス
。

其
何
二
対
シ
テ
支
出
ス
ル
ヤ
未
タ
予
定
セ
サ
レ
ト
モ
要
ス
ル
ニ
売
薬

　
二
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
例
ヘ
ハ
流
行
病
費
衛
生
費
等
二
於
ケ
ル

　是レ

ナ
リ
。
」
と
述
べ
た
。

（
2
0
）
　
こ
の
事
項
は
「
英
国
地
方
管
治
局
検
査
官
、
独
国
監
視
委
員
、

蘭
国
衛
生
検
視
官
等
ノ
制
」
に
準
拠
し
て
考
案
さ
れ
て
い
る
。
同
事

項
に
お
い
て
は
、
明
治
十
二
年
以
降
の
府
県
衛
生
課
、
地
方
衛
生
会
、

　
町
村
衛
生
委
員
の
設
置
と
関
係
規
則
の
制
定
が
進
め
ら
れ
た
が
、
実

　
況
を
み
る
限
り
十
分
に
そ
の
目
的
を
達
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と

　
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
主
た
る
原
因
と
し
て
は
学
術

上
卓
越
し
た
人
材
が
不
足
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

　
で
、
「
本
省
ヨ
リ
先
達
者
ヲ
派
出
シ
テ
地
方
衛
生
吏
員
二
直
接
セ
シ

　
メ
、
一
方
ニ
ハ
衛
生
ノ
大
意
及
ヒ
規
則
条
例
ノ
主
旨
ヲ
教
諭
シ
一
方

　
ニ
ハ
其
施
行
上
ノ
利
害
ヲ
督
察
シ
テ
之
ヲ
匡
正
補
繕
シ
以
テ
衛
生
ノ

普
及
ヲ
謀
ル
コ
ト
教
育
事
務
二
於
テ
督
学
官
吏
巡
回
教
員
ヲ
派
遣
ス

　
ル
ノ
類
ノ
如
ク
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
是
英
独
其
他
ノ
諸
国
二
於
テ

中
央
衛
生
官
庁
ヨ
リ
特
二
検
査
監
視
ノ
委
員
ヲ
派
出
ス
ル
所
以
ニ
シ

　
テ
、
蓋
シ
衛
生
先
覚
ノ
国
ト
錐
モ
地
方
吏
員
二
任
放
シ
テ
其
実
効
ヲ

収
ム
ル
ハ
到
底
期
待
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
事
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
、
諸
外

国
の
事
例
を
引
き
な
が
ら
巡
視
制
度
の
意
義
に
言
及
し
て
い
る

　
（
『
公
文
録
』
同
上
）
。

（
2
1
）
　
第
二
の
事
項
も
「
英
国
地
方
衛
生
医
官
、
有
害
物
検
査
人
、
仏

国
流
行
病
医
、
独
国
郡
区
地
方
衛
生
委
員
、
米
国
救
貧
医
、
地
方
巡

察
員
等
ノ
制
」
を
参
酌
し
て
お
り
、
郡
区
医
と
病
院
の
適
正
配
置
が

考
慮
さ
れ
、
「
病
院
ノ
如
キ
ハ
一
府
県
一
場
若
ク
ハ
ニ
場
二
止
メ
普

　
ク
郡
区
医
ヲ
配
置
」
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
（
『
公
文
録
』

同
上
）
。

（
2
2
）
第
三
の
事
項
が
「
英
国
都
府
改
良
法
、
仏
国
不
良
住
屋
改
良
規

則
、
米
国
諸
列
衛
生
上
土
木
改
良
ノ
制
等
」
、
そ
し
て
第
四
の
事
項

　
が
「
英
国
地
方
管
治
局
事
務
章
程
、
独
乙
連
邦
諸
列
等
ノ
衛
生
事
務

章
程
及
ヒ
米
国
各
国
衛
生
官
ノ
制
」
を
参
照
し
て
い
る
と
い
う
具
合

　
に
、
構
想
の
モ
デ
ル
は
い
ず
れ
も
欧
米
諸
国
の
衛
生
制
度
に
求
め
ら

　
れ
て
い
る
。
（
『
公
文
録
』
同
上
）

（
2
3
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
五
年
十
二
月
十
二
日
付
太
政
官
指
令
。

（
2
4
）
　
同
右
書
、
明
治
十
五
年
十
月
卜
月
二
十
四
日
付
「
衛
生
局
組
織

改
正
之
義
二
付
上
申
」
に
は
、
「
当
省
衛
生
局
創
立
以
来
逐
々
地
方

衛
生
会
、
衛
生
課
、
町
村
衛
生
委
員
等
之
組
織
粗
備
リ
梢
其
体
裁
ヲ

為
ス
モ
ノ
ノ
如
ク
相
見
候
得
共
、
其
規
則
条
例
殊
二
伝
染
病
予
防
ノ
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如
キ
実
際
ノ
施
行
二
至
テ
ハ
肯
繁
ヲ
失
ス
ル
モ
ノ
不
少
、
畢
寛
衛
生

ノ
事
務
ハ
多
ク
ハ
学
理
二
原
ツ
キ
之
二
従
事
ス
ル
モ
ノ
其
理
二
通
暁

セ
サ
ル
ニ
由
ル
到
底
実
務
者
ノ
組
織
二
於
テ
多
少
ノ
改
良
ヲ
加
フ
ル

ニ
非
サ
ル
ハ
其
規
則
条
例
ヲ
利
用
シ
テ
之
力
実
益
ヲ
収
ム
ル
能
ハ
サ

ル
コ
ト
既
二
数
年
ノ
経
験
二
徴
知
ス
ル
所
二
有
之
候
。
右
改
良
之

廉
々
ハ
逐
次
取
調
可
伺
出
筈
二
候
得
共
、
差
向
キ
其
基
礎
タ
ル
中
央

衛
生
局
之
組
織
ヲ
整
理
シ
衛
生
官
ノ
名
称
ヲ
設
ケ
テ
実
務
者
ヲ
収
撹

シ
漸
ク
其
熟
練
ヲ
得
セ
シ
メ
候
様
不
致
候
而
者
着
手
之
秩
序
相
立
兼

決
シ
テ
其
完
全
ヲ
求
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
義
ト
存
候
。
…
（
中
略
）
…
本

邦
ノ
衛
生
上
規
則
条
例
ハ
概
ネ
欧
米
二
法
ト
ル
モ
ノ
ニ
候
得
共
、
施

政
ノ
実
際
二
至
テ
ハ
尚
彼
ノ
如
ク
ナ
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
実
務
者
ノ

不
熟
二
因
ラ
ス
ン
ハ
ア
ラ
ス
。
実
務
者
ノ
不
熟
ハ
其
業
二
専
一
ナ
ラ

サ
ル
ニ
由
リ
候
義
ト
存
候
。
就
テ
ハ
今
日
ノ
要
衛
生
官
ノ
名
称
ヲ
設

ケ
此
職
二
就
ク
者
ヲ
シ
テ
恰
モ
一
種
専
門
家
ノ
体
ヲ
為
サ
シ
メ
、
其

去
就
ハ
其
名
誉
ヲ
消
長
ス
ル
ノ
習
慣
ヲ
養
成
ス
ル
ニ
在
リ
且
衛
生
官

ノ
義
ハ
医
学
理
学
統
計
学
等
二
熟
ス
ル
ノ
人
ニ
シ
テ
労
ラ
政
務
ヲ
兼

ヌ
ル
者
二
有
之
。
然
ル
ニ
此
等
ノ
人
ハ
各
其
本
業
（
即
チ
医
師
理
化

学
士
統
計
学
士
等
）
ヲ
以
テ
十
二
分
二
生
活
ヲ
営
ム
ノ
人
二
候
間
特

別
ノ
名
誉
ヲ
以
テ
之
ヲ
勧
奨
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
服
事
ス
ル
者
無
カ
ル

ヘ
シ
。
故
二
其
官
等
ノ
範
囲
ヲ
拡
メ
五
等
六
等
ノ
級
ヲ
設
ケ
テ
広
ク

勝
任
ノ
材
ヲ
網
羅
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
又
人
民
ノ
一
方
ヨ
リ
之
ヲ
観

ル
モ
一
種
特
別
ノ
名
称
ア
ル
ハ
大
二
其
事
業
ノ
軽
重
二
於
テ
感
触
ヲ

深
ク
シ
殊
二
外
人
ノ
如
キ
ハ
最
モ
之
二
軽
重
ヲ
措
ク
ノ
実
例
二
乏
シ

　
カ
ラ
ス
。
検
疫
停
船
規
則
実
施
ノ
際
ノ
如
キ
名
義
ノ
関
係
実
二
重
要

　
ナ
ル
義
二
候
」
と
衛
生
局
の
組
織
改
正
と
し
て
衛
生
官
を
創
設
す
る

　
よ
う
上
申
さ
れ
て
い
た
。

（
2
5
）
　
池
田
ら
の
事
務
章
程
に
対
し
て
、
長
与
は
「
事
務
章
程
ヲ
熟
覧

　
ス
ル
ニ
本
議
掲
ル
所
ノ
条
款
ハ
蓋
シ
衛
生
事
務
中
二
包
括
セ
ル
事
項

　
ノ
早
晩
挙
行
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
条
記
セ
ル
モ
ノ
」
と
の
評
価
を
与
え
た

　
（
『
公
文
録
』
、
明
治
十
五
年
二
月
付
山
田
顕
義
内
務
卿
宛
長
与
専
斎

衛
生
局
長
「
衛
生
事
務
拡
張
ノ
建
議
二
対
ス
ル
意
見
」
）
。

（
2
6
）
第
六
条
に
つ
い
て
、
池
田
ら
の
建
議
で
は
、
「
地
方
衛
生
事
務

即
チ
地
方
衛
生
議
会
及
ヒ
衛
生
官
吏
等
二
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
整

理
ス
」
と
し
、
地
方
衛
生
会
、
府
県
衛
生
課
、
郡
区
衛
生
委
員
、
町

村
衛
生
委
員
、
衛
生
各
種
集
会
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

中
央
か
ら
の
官
吏
派
遣
は
長
与
に
よ
る
独
自
の
考
案
で
あ
る
。

三
、
衛
生
行
政
の
変
容

　
明
治
十
六
年
に
入
る
と
、
政
府
は
一
層
衛
生
行
政
拡
張
の
方
針
を

鮮
明
に
し
た
。
こ
う
し
た
方
針
は
内
務
省
衛
生
局
の
施
策
の
随
所
に

散
見
さ
れ
る
。
内
務
省
は
明
治
十
六
年
三
月
七
日
、
「
衛
生
局
吏
員

欧
州
へ
派
遣
之
義
伺
」
を
提
出
し
、
「
衛
生
事
務
拡
張
之
御
趣
意
ニ

モ
有
之
候
折
柄
二
付
当
省
吏
員
ヲ
派
遣
シ
覧
観
為
致
置
候
得
者
将
来

　
　
　
　
　
　
（
1
）

施
設
之
為
メ
鴻
益
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
同
年
五
月
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（
2
）

「
独
逸
国
伯
林
府
二
於
テ
万
国
衛
生
救
難
博
覧
会
開
催
」
へ
向
け
て

の
準
備
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
内
務
省
は
同
月
二
十
四
日
付
で
太
政
官
に
対
し
て
「
衛
生

事
務
拡
張
ノ
為
メ
金
拾
五
万
円
年
々
別
途
御
下
渡
シ
可
相
成
二
付

（
中
略
）
該
務
拡
張
ノ
道
ヲ
講
ジ
組
織
改
良
ノ
法
ヲ
議
シ
此
節
将
二

　
　
　
　
　
　
（
3
）

其
緒
二
就
カ
ン
ト
ス
」
と
し
た
上
で
、
「
本
局
及
各
司
薬
場
ノ
事
務

伸
張
試
植
場
ヲ
新
設
ス
ル
等
種
々
拡
張
ノ
見
込
有
之
、
随
テ
費
目
増

加
ハ
独
立
衛
生
局
ノ
ミ
ニ
止
マ
ラ
ズ
会
計
局
ノ
内
雑
給
庁
費
営
繕
等

二
属
ス
ル
費
途
及
前
条
拡
張
二
係
ル
費
用
取
扱
ノ
為
メ
会
計
吏
員
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

モ
増
加
ス
ル
場
合
二
立
至
リ
候
」
と
の
見
通
し
を
も
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
当
時
、
こ
れ
に
対
し
大
蔵
省
も
理
解
を
示
し
、
同
月
二

十
七
日
付
で
松
方
大
蔵
卿
は
三
条
太
政
大
臣
宛
に
「
該
省
据
置
額
、

併
算
ノ
件
審
按
候
処
、
右
ハ
適
当
ノ
処
分
ト
存
候
」
と
の
意
向
を
伝

（
5
）

え
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
い
わ
ゆ
る
松
方
デ
フ
レ
政
策
実
施
下
に

お
け
る
例
外
的
措
置
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
点
で
政
府
が
度
重
な
る
コ

レ
ラ
禍
の
苦
い
経
験
を
背
景
に
衛
生
行
政
の
拡
張
を
強
く
志
向
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
長
与
ら
内
務
省
衛
生
局
の
考
え
る
衛
生
思
想
の
啓
蒙
に

　
（
6
）

対
し
て
政
府
は
必
ず
し
も
前
向
き
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
こ
の
年
八

月
、
内
務
省
は
「
行
政
範
囲
内
ノ
施
設
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
到
底
其
（
衛
生

の
事
業
－
筆
者
）
普
及
ヲ
期
シ
難
キ
ノ
場
合
少
シ
ト
セ
ス
。
故
二
欧

米
諸
国
二
在
テ
ハ
民
立
ノ
衛
生
義
会
若
ク
ハ
義
社
ト
称
ス
ル
カ
如
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

モ
ノ
ア
リ
テ
政
府
ノ
施
設
ス
ル
所
ヲ
補
翼
シ
」
と
の
考
え
か
ら
、

「
衛
生
ノ
思
想
ヲ
民
間
二
普
及
セ
シ
メ
一
方
ニ
ハ
施
政
上
ノ
参
考
ト

為
ル
ヘ
キ
諸
件
ノ
調
査
考
究
ヲ
負
担
セ
シ
メ
十
分
二
上
下
相
応
ス
ル

　
（
8
）

ノ
機
関
」
た
る
大
日
本
私
立
衛
生
会
へ
の
資
金
的
援
助
を
太
政
官
に

伺
出
た
が
、
政
府
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
衛
生
事
業
を
民
間
と
の
協
力
の
下
に
進
め
る
方
針
に
政
府
は
慎
重

で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
七
年
に
入
り
内
務
卿
が
山
県
に
交
代
し
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

も
、
衛
生
行
政
を
拡
充
強
化
す
る
方
針
は
依
然
堅
持
さ
れ
た
。
同
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

七
月
に
は
、
中
央
衛
生
会
の
機
構
改
革
が
模
索
さ
れ
、
「
衛
生
事
務

施
設
ノ
為
メ
補
益
ス
ル
所
鮮
少
ナ
ラ
ス
候
得
共
、
只
会
員
ノ
寡
少
ナ

ル
ト
其
組
織
未
タ
宜
キ
ヲ
得
サ
ル
ト
ニ
因
リ
充
分
ノ
目
的
相
達
兼
候

儀
二
有
之
殊
二
方
今
衛
生
事
務
拡
張
二
際
シ
緊
急
ノ
議
件
不
少
候
問
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

此
際
委
員
ノ
組
織
聯
力
御
改
正
相
成
候
様
致
度
」
と
の
意
向
が
表
明

さ
れ
た
。

　
そ
の
結
果
、
明
治
十
三
年
官
制
で
は
、
医
員
十
一
名
、
化
学
家
二

名
、
工
学
家
二
名
、
警
視
官
一
名
、
内
務
書
記
官
三
名
に
衛
生
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

を
加
え
て
構
成
さ
れ
て
い
た
中
央
衛
生
会
は
、
明
治
十
七
年
の
官
制

改
革
に
よ
り
、
医
員
十
名
、
化
学
家
三
名
、
工
学
家
三
名
、
参
事
院

議
官
も
し
く
は
議
官
補
二
名
、
東
京
府
知
事
、
内
務
書
記
官
三
名
、

衛
生
局
長
に
同
省
土
木
局
長
、
さ
ら
に
警
保
局
長
と
警
視
総
監
が
加
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（
1
3
）

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
体
と
し
て
増
員
と
な
っ
た
ば
か
り
で

な
く
、
警
察
首
脳
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
早
く
も
十
七
年
の
段
階

で
衛
生
警
察
へ
の
傾
斜
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
土
木
行
政

の
責
任
者
で
あ
る
内
務
省
土
木
局
長
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
一
層

衛
生
工
事
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

（
1
4
）

よ
う
。

　
中
央
衛
生
会
を
め
ぐ
る
十
七
年
の
改
正
に
際
し
て
、
参
事
院
は
医

員
を
十
一
名
の
現
行
通
り
と
し
、
化
学
家
、
工
学
家
、
内
務
書
記
官

を
各
一
名
ず
つ
減
じ
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
基
本
的
に
は
「
衛
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

事
務
拡
張
上
適
当
ノ
稟
議
ト
認
候
」
と
原
案
を
承
認
す
る
審
査
結
果

を
提
示
し
た
。
衛
生
警
察
の
拡
張
と
衛
生
工
事
の
重
視
は
す
で
に
こ

の
段
階
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
う
し
た
傾
向
が
衛
生
行
政
の
拡
張
期
に
す
で
に
志
向
さ
れ
て
い
た

点
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
衛
生
行
政
が
変
容
を
遂
げ
る
明
治
十
八
年
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
年
の
衛
生
行
政
上
最
大
の
ト
ピ
ッ
ク
は
何
と
言
っ
て

も
地
方
衛
生
の
要
と
目
さ
れ
て
い
た
町
村
衛
生
委
員
の
廃
止
で
あ
る
。

明
治
十
八
年
八
月
五
日
、
内
務
省
は
「
町
村
衛
生
委
員
廃
止
ノ
儀
」

を
上
申
し
た
。
そ
こ
で
は
「
爾
来
数
年
ヲ
閲
シ
其
実
況
ヲ
察
ス
ル
ニ

衛
生
ノ
事
タ
ル
都
鄙
自
ラ
其
情
況
ヲ
異
ニ
シ
別
段
之
力
設
置
ヲ
急
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ト
為
サ
サ
ル
モ
ノ
多
シ
ト
ス
」
と
の
見
地
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
案

件
は
元
老
院
に
お
い
て
「
伝
染
病
予
防
規
則
中
改
正
之
事
」
と
し
て

便
宜
布
告
の
後
、
検
視
に
付
さ
れ
、
「
伝
染
病
予
防
規
則
中
衛
生
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

員
ト
ア
ル
ヲ
総
テ
戸
長
ト
改
ム
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
長
与
は
後
年
「
十
九
年
に
内
務
省
は
連
合

衛
生
会
を
始
め
と
し
て
地
方
衛
生
課
衛
生
委
員
を
も
廃
止
せ
ら
れ
き
。

た
だ
功
績
の
み
に
つ
き
て
稽
う
れ
ば
、
あ
る
い
は
無
用
な
る
に
似
た

れ
ど
も
、
衛
生
行
政
上
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
機
関
な
れ
ば
、
気
長
く

誘
導
の
功
を
積
み
、
郡
市
町
村
な
ど
の
制
を
も
設
け
て
互
い
に
提
携

せ
し
め
た
ら
ん
に
は
、
終
に
衛
生
自
治
の
仕
組
を
も
整
う
べ
か
り
し

に
、
か
く
も
短
的
に
廃
止
せ
ら
れ
、
し
か
し
て
新
設
の
自
治
制
度
に

は
衛
生
担
当
者
の
組
織
は
載
せ
ら
れ
ず
、
地
方
衛
生
の
事
務
は
警
察

吏
の
一
手
に
帰
し
了
れ
り
。
さ
れ
ば
中
央
の
衛
生
局
は
直
ち
に
そ
の

指
導
の
下
に
働
く
べ
き
手
足
も
な
く
し
て
空
中
に
倒
懸
せ
る
も
の
の

如
く
、
悪
疫
流
行
の
時
に
臨
み
て
は
た
だ
焦
燥
す
る
の
み
に
し
て
如

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

何
と
も
す
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
長
与
は
衛
生
委
員

制
度
が
当
時
必
ず
し
も
期
待
さ
れ
た
成
果
を
お
さ
め
て
い
な
い
こ
と

を
率
直
に
認
め
て
い
た
と
言
え
る
。
た
だ
、
長
与
と
し
て
は
地
方
自

治
制
度
の
発
展
と
連
携
す
る
形
で
同
制
度
が
地
方
社
会
に
お
け
る
悪

疫
流
行
病
の
阻
止
に
役
立
つ
こ
と
を
い
わ
ば
長
期
的
視
点
か
ら
期
待

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
「
十
九
年
の
頓
挫
」
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
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（
1
9
）

の
は
あ
く
ま
で
長
与
の
衛
生
制
度
構
想
の
挫
折
で
あ
り
、
政
府
が
実

効
性
を
伴
う
衛
生
警
察
に
比
重
を
移
し
た
の
は
確
か
に
衛
生
行
政
の

変
容
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
政
そ
の
も
の
が
直
ち
に
後
退
し
た
と

言
う
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
十
九
年
の
警
視
庁
官
制
に
よ
り
、
従
来

衛
生
局
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
製
造
所
、
公
園
、
道
路
の
管
理
は
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

警
察
事
務
へ
と
移
管
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
の
地
方
官
官
制
に
よ
り
地

方
衛
生
機
構
が
改
革
さ
れ
、
「
衛
生
二
関
ス
ル
事
項
」
は
各
府
県
の

第
二
部
衛
生
課
の
所
管
と
な
っ
た
（
同
官
制
第
二
四
条
）
。
ま
た
同

官
制
第
三
一
条
に
よ
り
「
伝
染
病
予
防
消
毒
検
疫
種
痘
飲
食
物
飲
料

水
医
療
薬
品
家
畜
屠
畜
場
墓
地
火
葬
場
其
他
衛
生
二
関
ス
ル
事
項
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
行
政
警
察
事
務
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
行
政
警
察
へ
の
事
務
移
管
は
こ
の
時
期
段
階
的
に
進
め

ら
れ
て
お
り
、
明
治
十
八
年
十
月
に
は
警
視
庁
が
各
自
地
内
下
水
等

掃
除
方
に
つ
き
布
達
し
て
い
る
ほ
か
、
コ
レ
ラ
病
発
生
に
伴
う
河
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

の
汚
染
に
つ
い
て
も
警
視
庁
が
告
示
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
翌

十
九
年
五
月
に
は
、
「
下
水
ノ
疎
通
及
修
理
」
や
「
飲
用
水
二
供
ス

ル
井
側
及
其
周
囲
ノ
掃
除
修
理
」
等
に
つ
い
て
も
警
察
令
に
よ
り
、

そ
の
施
行
が
命
じ
ら
れ
た
。
同
警
察
令
に
伴
い
、
「
下
水
芥
溜
掃
除

及
ヒ
修
理
方
執
行
手
続
」
も
警
視
庁
訓
令
と
し
て
出
さ
れ
る
に
至
っ

　
（
2
3
）

て
い
る
。

　
明
治
十
九
年
は
ま
さ
に
衛
生
行
政
制
度
の
改
変
期
に
あ
た
り
、
明

治
十
五
年
六
月
に
布
達
さ
れ
た
「
警
察
連
合
会
規
則
」
及
び
明
治
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

六
年
三
月
制
定
の
「
府
県
連
合
衛
生
会
規
則
」
が
相
次
ぎ
廃
止
さ
れ

た
。
そ
の
一
方
で
、
明
治
十
九
年
改
正
の
中
央
衛
生
会
官
制
第
一
条

で
は
、
同
会
が
内
務
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
と
同
時
に
、
各
省
大
臣

の
諮
詞
に
応
え
て
「
公
衆
衛
生
獣
畜
衛
生
二
関
シ
テ
意
見
ヲ
述
へ
及

其
施
行
方
法
ヲ
審
議
」
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
実
際
、
『
中
央

衛
生
会
第
七
次
年
報
』
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
こ
の
年
中
央
衛
生
会

は
諸
省
大
臣
の
諮
詞
に
対
し
て
二
九
件
の
復
申
を
行
う
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

諸
省
大
臣
に
対
し
七
件
を
建
議
し
て
い
る
。

　
明
治
二
十
年
、
芳
川
顕
正
中
央
衛
生
会
会
長
は
山
県
有
朋
内
務
大

臣
に
対
し
て
同
会
年
報
を
具
呈
す
る
に
あ
た
り
、
「
衛
生
工
事
ノ
務

タ
ル
亦
急
中
ノ
急
ナ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
。
翼
ク
ハ
官
民
力
ヲ
協
セ

テ
以
テ
其
工
業
ヲ
起
サ
ン
コ
ト
ヲ
。
夫
ノ
海
港
検
疫
規
則
案
ノ
如
キ

ハ
客
年
二
月
之
ヲ
議
決
シ
テ
閣
下
二
復
申
セ
リ
。
此
案
ノ
実
施
セ
ル

日
二
至
ラ
ハ
海
外
ヨ
リ
侵
入
ノ
病
毒
ヲ
防
ク
ニ
於
テ
将
二
其
要
ヲ
得

ン
ト
ス
。
若
シ
内
二
衛
生
工
事
ヲ
修
メ
外
内
相
待
テ
以
テ
予
防
ノ
方

法
ヲ
尽
サ
ハ
、
今
日
衛
生
ノ
最
大
強
敵
タ
ル
虎
列
刺
病
毒
ヲ
防
ク
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

於
テ
恐
ク
ハ
復
タ
遺
策
無
カ
ラ
ン
」
と
し
て
、
国
内
に
お
け
る
衛
生

工
事
と
対
外
的
な
海
港
検
疫
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

　
こ
の
頃
を
境
に
衛
生
行
政
の
中
心
は
衛
生
警
察
へ
と
移
り
、
衛
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
（
2
8
）

局
及
び
中
央
衛
生
会
の
関
心
は
し
だ
い
に
海
港
検
疫
、
衛
生
工
事
、
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衛
生
組
合
の
創
設
へ
と
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

（
1
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
六
年
三
月
七
日
付
「
衛
生
局
吏
員
欧
州
へ

　
派
遣
之
儀
伺
」
。

（
2
）
　
同
吏
員
派
遣
に
際
し
て
、
明
治
十
六
年
四
月
六
日
付
で
「
衛
生

吏
員
欧
州
へ
出
張
旅
費
用
意
金
及
其
他
費
用
銀
貨
交
換
方
之
儀
二
付

　
上
申
」
が
山
田
内
務
卿
よ
り
三
条
太
政
大
臣
宛
に
示
さ
れ
、
大
蔵
省

及
び
会
計
検
査
院
の
了
承
が
求
め
ら
れ
た
（
『
公
文
録
』
）
。

（
3
）
（
4
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
六
年
三
月
二
十
四
日
付
「
衛
生
事
務

拡
張
費
別
途
御
下
付
金
当
省
据
置
額
へ
追
加
相
成
度
儀
申
請
」
。

（
5
）
　
明
治
十
六
年
五
月
十
八
日
に
は
、
「
衛
生
事
務
拡
張
必
需
之
銀

貨
増
額
方
上
申
」
が
内
務
省
よ
り
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
こ
に

　
は
「
当
省
経
費
正
貨
額
之
義
ハ
客
歳
八
月
二
十
二
日
御
達
モ
有
之
処
、

衛
生
事
務
拡
張
二
付
其
費
額
ト
シ
テ
拾
五
万
円
御
下
付
モ
有
之
。
従

　
テ
百
般
伸
張
之
折
柄
処
務
上
必
需
ノ
理
化
学
器
械
等
海
外
二
注
文
ヲ

要
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
有
之
二
付
、
当
省
十
六
年
度
外
国
二
関
ス

　
ル
費
用
ノ
内
別
紙
仕
訳
書
之
通
十
五
年
度
御
達
額
二
比
シ
正
貨
四
千

　
五
百
円
之
超
過
二
相
成
、
右
ハ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
費
途
二
付
十
六
十
七

両
年
度
当
省
正
貨
額
へ
四
千
五
百
円
宛
増
額
御
下
付
相
成
度
且
該
増

額
金
ハ
精
々
減
省
取
調
候
金
額
二
付
請
求
通
リ
御
裁
定
有
之
候
様
致

　
シ
度
此
段
及
上
申
候
也
」
と
み
え
る
。
政
府
内
で
は
衛
生
事
務
拡
張

　
の
方
針
は
確
認
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
予
算
措
置
を
め
ぐ
っ
て
は

　
物
議
を
醸
し
た
た
め
か
裁
定
ま
で
に
時
日
を
要
し
た
。
結
局
、
同
年

十
一
月
六
日
に
な
っ
て
大
蔵
省
が
「
歳
入
正
貨
二
余
裕
モ
有
之
」
と

　
の
理
由
か
ら
「
事
実
無
余
儀
次
第
二
有
之
」
と
の
見
込
み
を
示
し
、

　
よ
う
や
く
翌
十
七
年
三
月
十
五
日
付
で
「
上
申
ノ
趣
聞
届
候
事
」
と

　
の
裁
定
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
『
公
文
録
』
）
。

（
6
）
　
長
与
専
斎
『
松
香
私
志
』
は
、
「
蕾
に
予
防
の
こ
と
の
み
な
ら

ず
、
衛
生
と
い
え
る
こ
と
は
す
べ
て
人
民
の
厭
う
と
こ
ろ
と
な
り
て
、

　
そ
の
発
達
普
及
を
妨
ぐ
る
の
虞
あ
り
、
所
詮
平
押
し
に
表
面
よ
り
攻

　
め
付
け
た
り
と
て
無
功
の
骨
折
り
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
際
さ
ら
に
人
民

　
の
側
に
立
ち
て
そ
の
裏
面
に
立
ち
入
り
て
懇
ろ
に
理
義
を
説
き
諭
し

　
て
迷
夢
を
警
醒
す
べ
き
機
関
を
組
織
し
、
以
て
官
民
の
融
和
を
謀
る

　
こ
そ
必
要
な
れ
と
、
同
志
の
人
々
相
か
た
ら
い
、
十
五
年
を
以
て
大

　
日
本
私
立
衛
生
会
と
い
え
る
を
創
立
し
、
…
（
中
略
）
…
百
般
公
衆

衛
生
の
事
項
を
通
俗
の
言
文
に
て
社
会
に
紹
介
し
、
も
っ
ぱ
ら
衛
生

思
想
を
鼓
吹
し
け
る
に
、
こ
の
連
年
コ
レ
ラ
流
行
の
折
な
り
け
れ
ば
、

大
い
に
社
会
に
歓
迎
せ
ら
れ
、
各
府
県
に
も
陸
続
同
様
の
会
を
起
こ

　
し
て
本
会
と
気
脈
を
通
じ
、
支
会
と
称
す
る
も
の
も
多
く
、
ほ
と
ん

　
ど
全
国
に
私
立
の
衛
生
会
を
見
る
に
至
れ
り
」
と
、
大
日
本
私
立
衛

生
会
の
隆
盛
を
指
摘
し
た
（
小
川
鼎
三
・
酒
井
シ
ズ
校
注
『
松
本
順

自
伝
・
長
与
専
斎
自
伝
』
昭
和
五
五
年
、
平
凡
社
、
一
七
八
頁
）
。

（
7
）
（
8
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
六
年
八
月
三
日
付
「
大
日
本
私
立
衛

生
会
補
助
金
下
付
之
儀
二
付
伺
」
。
明
治
十
六
年
九
月
七
日
付
で

　
「
伺
ノ
趣
難
聞
届
候
事
」
と
政
府
は
拒
絶
し
た
。

（
9
）
　
『
衛
生
局
第
九
次
年
報
』
を
も
と
に
、
明
治
十
五
年
七
月
か
ら

　
明
治
十
六
年
六
月
ま
で
の
明
治
十
五
年
度
衛
生
費
と
明
治
十
六
年
七
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月
か
ら
明
治
十
七
年
六
月
ま
で
の
明
治
卜
六
年
度
衛
生
費
を
比
較
、

検
討
し
て
み
る
と
、
地
方
衛
生
会
費
及
び
病
院
費
が
減
少
し
た
の
に

対
し
て
、
そ
の
他
経
費
は
三
五
万
三
五
七
九
円
二
六
銭
二
厘
の
大
幅

　
な
増
加
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
増
額
中
そ
の
中
心
を
な
し

　
て
い
る
の
は
流
行
病
予
防
費
て
あ
り
、
前
年
度
に
比
べ
何
と
二
四
万

三
〇
八
四
円
九
三
銭
二
厘
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
報
は
衛
生

費
に
つ
い
て
、
「
衛
生
法
ノ
普
及
ヲ
計
ラ
ハ
勢
ヒ
其
経
費
モ
亦
随
ヒ

　
テ
増
加
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
の
論
評
を
加
え
て
い
る
。

（
1
0
）
　
コ
レ
ラ
対
策
と
し
て
、
『
松
香
私
志
』
に
「
官
民
ヒ
下
お
し
な

　
べ
て
衛
生
と
い
え
る
こ
と
に
心
付
き
、
海
港
検
疫
、
虎
列
刺
予
防
の

諸
規
則
発
布
せ
ら
れ
、
中
央
衛
生
会
、
地
方
衛
生
会
お
よ
び
府
県
衛

生
課
の
組
織
も
具
わ
り
、
ま
た
流
行
の
地
方
に
は
臨
時
に
検
疫
委
員

　
を
設
く
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
備
は
ほ
ぽ
整
い
た
れ
ど
も
」
と
の

認
識
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
諮
問
機
関
と
し
て
の
中
央
衛
生
会

　
が
検
疫
体
制
の
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
「
本
年
度

　
二
於
テ
衛
生
上
ノ
実
況
視
察
又
ハ
衛
生
事
項
検
察
ノ
為
中
央
衛
生
会

及
衛
生
局
員
ヲ
各
地
方
二
派
遣
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
十
六
年
七
月
内
務
少

書
記
官
永
井
久
］
郎
御
用
掛
太
田
実
ヲ
山
形
秋
田
青
森
函
館
札
幌
ノ

四
県
下
二
中
央
衛
生
会
長
細
川
元
老
院
幹
事
ヲ
群
馬
埼
玉
千
葉
ノ
三

県
下
二
十
月
衛
生
局
長
長
与
三
等
出
仕
ヲ
長
崎
山
口
佐
賀
熊
本
鹿
児

島
ノ
諸
県
下
二
御
用
掛
渡
辺
定
ヲ
島
根
鳥
取
ノ
両
県
下
二
巡
回
ヲ
命

　
セ
ラ
ル
」
（
『
衛
生
局
第
九
次
年
報
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
央
衛
生

会
は
内
務
省
衛
生
局
と
連
携
し
て
地
方
の
衛
生
事
情
の
査
察
に
力
を

　入

れ
て
い
た
。

（
1
1
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
七
年
七
月
三
十
一
日
付
「
巾
央
衛
生
会
職

制
中
改
正
之
儀
二
付
上
申
」
に
み
え
る
よ
う
に
、
山
県
内
務
卿
は
太

政
官
に
中
央
衛
生
会
職
制
第
一
項
の
改
正
を
求
め
、
同
年
九
月
十
一

　
日
付
で
同
会
の
編
成
は
改
正
さ
れ
た
。

（
1
2
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
官
職
門
（
二
）
所
載
の
明
治
十
三
年
三
月
二

十
九
日
付
内
務
省
伺
に
よ
れ
ば
、
「
昨
明
治
十
二
年
十
二
月
第
五
十

　
四
号
ヲ
以
中
央
衛
生
会
職
制
御
達
相
成
候
処
、
同
会
編
成
ノ
人
員
中

医
員
ノ
儀
ハ
夫
々
本
務
繁
劇
ノ
者
多
ク
シ
テ
毎
会
欠
席
有
之
為
之
会

議
ノ
体
裁
モ
難
立
候
テ
モ
不
都
合
二
付
、
今
三
人
増
員
相
成
度
且
又

化
学
家
工
学
家
ノ
儀
ハ
各
一
人
ノ
定
員
二
付
、
外
国
人
ヲ
選
ミ
候
ヘ

　
ハ
内
国
ノ
事
情
二
疎
ク
内
国
人
ノ
ミ
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
充
分
外
国
衛

生
上
ノ
景
況
ヲ
不
尽
場
合
モ
可
有
之
、
是
又
不
都
合
二
付
何
レ
モ
ニ

人
宛
二
被
定
置
候
様
致
度
御
達
案
相
添
此
段
至
急
仰
御
裁
決
候
也
」

　
と
あ
り
、
医
師
や
化
学
家
、
工
学
家
が
各
々
増
員
さ
れ
た
背
景
が
明

　
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
明
治
卜
四
年
三
月
三
日
付
第
九
号
達
に
よ
り
、
「
明
治
十
三
年

四
月
第
二
卜
七
号
達
中
警
視
官
一
名
ト
ア
ル
ヲ
警
保
局
長
ト
改
正
」

さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
治
十
四
年
二
月
十
六
日
付
内
務
省
上
申
及
び
明

治
十
四
年
二
月
二
十
五
日
付
内
務
省
部
議
案
に
み
え
る
よ
う
に
、
警

視
官
職
制
改
正
に
伴
う
措
置
て
あ
っ
た
（
『
法
規
分
類
大
全
』
官
職

　
門
二
、
四
九
八
頁
）
。

（
1
4
）
　
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
尾
崎
耕
司
氏
は
三
島
通
庸
警
視
総
監
が

μ
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そ
れ
ま
で
に
府
県
知
事
や
内
務
省
土
木
局
長
と
し
て
土
木
行
政
の
経

験
を
持
つ
こ
と
や
同
年
七
月
に
は
臨
時
建
築
局
副
総
裁
を
兼
任
す
る

点
な
ど
に
着
眼
し
て
、
医
学
関
係
者
の
多
い
中
央
衛
生
会
に
お
い
て

　
そ
の
土
木
工
学
の
知
識
に
よ
り
発
一
、
一
・
力
か
高
ま
る
可
能
性
を
指
摘
し

　
て
い
る
（
同
「
後
藤
新
平
の
衛
生
国
家
思
想
に
つ
い
て
」
『
ヒ
ス
ト

　
リ
ア
』
第
一
五
三
号
、
二
〇
六
頁
）
。

（
1
5
）
　
『
公
文
録
』
、
前
掲
上
申
添
付
資
料
に
よ
れ
は
、
同
案
件
は
明
治

十
七
年
八
月
上
二
日
に
参
事
院
の
審
査
を
経
て
、
内
閣
書
記
官
よ
り

　
上
奏
さ
れ
た
。

（
1
6
）
　
『
公
文
録
』
、
明
治
十
八
年
八
月
五
日
付
「
町
村
衛
生
委
員
廃
止

　
ノ
儀
二
付
上
申
」
。

（
1
7
）
　
『
元
老
院
会
議
筆
記
』
第
二
十
四
巻
後
期
、
第
四
八
七
号
議
案

　
（
明
治
十
八
年
九
月
十
四
日
、
同
院
検
視
を
経
過
）
。

（
1
8
）
　
『
松
香
私
志
』
（
同
ヒ
）
、
一
七
四
頁

一
七
五
頁
。

（
1
9
）
　
小
栗
史
朗
『
地
方
衛
生
行
政
の
創
設
過
程
』
昭
和
五
六
年
、
医

療
図
書
出
版
会
、
一
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
2
0
）
　
明
治
十
六
年
に
作
成
さ
れ
た
「
衛
生
委
員
事
務
章
程
」
（
案
）

　
て
は
、
町
村
衛
生
委
員
に
こ
う
し
た
施
設
の
管
理
が
委
ね
ら
れ
よ
う

　
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
区
町
村
会
や
水
利
土
工
会
に
対
し
て
衛
生

委
員
が
戸
長
と
と
も
に
衛
生
原
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

　
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
後
藤
新
平
文
書
』
に
依
拠
し
た
尾
崎

前
掲
論
文
参
照
。

（
2
1
）
　
『
医
制
百
年
史
』
記
述
編
、
五
六
頁
。

（
2
2
）
（
2
3
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
衛
生
門
（
三
）
］
九
八
頁
－
二
〇
〇
頁
。

（
2
4
）
　
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
一
二
巻
に
よ
れ
は
、
同
規
則
は

　
「
従
前
各
地
方
限
リ
適
宜
開
設
セ
シ
ニ
一
定
ノ
規
則
無
キ
ヨ
リ
差
支

少
ナ
カ
ラ
ス
且
衛
生
ノ
事
ハ
其
範
囲
ノ
汎
キ
ヲ
以
テ
各
地
方
ニ
テ

往
々
考
察
ヲ
異
ニ
シ
殊
二
伝
染
病
予
防
方
法
ノ
如
キ
彼
此
寛
厳
ノ
別

　
ヲ
生
シ
テ
不
都
合
ナ
ル
」
事
情
が
勘
案
さ
れ
、
各
府
県
衛
生
課
長
等

　
の
意
見
を
参
酌
し
て
作
成
さ
れ
た
。

（
2
5
）
～
（
2
8
）
　
『
中
央
衛
生
会
第
七
次
年
報
』
。
海
港
検
疫
と
衛
生
工
事

　
に
つ
い
て
は
、
同
年
報
の
「
明
治
十
七
年
報
告
、
衛
生
工
事
」
や

　
「
同
、
清
国
虎
列
刺
病
」
の
記
事
に
み
て
と
れ
る
よ
う
に
比
較
的
早

　
い
段
階
か
ら
着
手
、
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
衛
生
行
政
の
軌
道
修
正

　
明
治
十
年
代
末
に
は
と
り
わ
け
地
方
レ
ベ
ル
の
衛
生
行
政
に
変
容

　
　
（
1
）

が
み
ら
れ
、
長
与
の
評
価
も
あ
っ
て
］
見
自
治
衛
生
は
後
退
し
衛
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

警
察
は
拡
張
を
遂
げ
た
か
に
み
え
る
。
だ
が
、
衛
生
行
政
に
か
か
わ

る
諮
問
機
関
は
こ
れ
以
降
も
顕
著
な
発
展
を
み
せ
、
中
央
、
地
方
と

も
に
新
た
な
展
開
を
示
す
。

　
ま
ず
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
明
治
二
十
年
三
月
十
七
日
付
で

「
府
県
官
制
中
央
衛
生
会
官
制
ノ
発
令
ア
リ
テ
自
然
現
行
規
則
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ノ
必
要
ヲ
認
メ
タ
ル
ニ
依
リ
」
と
し
、
山
県
内
務
大
臣
よ
り
「
地
方
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衛
生
会
規
則
」
発
令
の
た
め
の
閣
議
決
定
が
要
請
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
地
方
衛
生
会
に
関
す
る
明
治
十
二
年
法
と
同
十
三
年
法
と
が
廃

止
さ
れ
、
七
条
に
わ
た
る
規
則
が
新
た
に
定
め
ら
れ
た
。
同
規
則
に

よ
り
、
地
方
衛
生
会
は
府
県
知
事
の
監
督
下
に
置
か
れ
、
警
視
総
監

及
び
府
県
知
事
の
諮
詞
に
応
じ
て
当
該
府
県
内
の
公
衆
衛
生
、
獣
畜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

衛
生
に
関
す
る
事
項
の
審
議
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
方
衛
生

会
の
構
成
を
み
る
と
、
東
京
府
で
敬
一
、
一
［
視
庁
第
一
局
長
が
、
ブ
て
し
て
各

府
県
で
警
部
長
が
加
わ
っ
た
と
は
い
え
、
会
長
に
は
府
県
知
事
が
就

任
し
、
府
県
第
二
部
長
以
下
、
府
県
庁
所
在
地
の
郡
長
又
は
区
長
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

同
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
地
方
衛
生
会

に
関
す
る
限
り
必
ず
し
も
警
察
的
色
彩
が
濃
厚
と
な
っ
た
と
は
い
え

ず
、
依
然
と
し
て
地
方
行
政
の
担
う
部
分
が
大
き
か
っ
た
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
中
央
衛
生
会
て
は
こ
の
年
三
月
十
日
、
内
務
大
臣
よ
り

「
虎
列
刺
病
予
防
消
毒
心
得
書
ノ
議
」
が
諮
詞
さ
れ
、
前
年
に
編
纂

さ
れ
た
心
得
書
を
「
尚
ホ
実
験
上
ヨ
リ
改
正
ヲ
必
要
ト
ス
ル
箇
条
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

砂
ナ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
今
後
施
行
ス
ヘ
キ
方
法
二
付
」
同
会
の
意
見

が
求
め
ら
れ
た
。
改
正
案
の
立
案
に
あ
た
っ
て
は
、
予
防
法
実
施
の

経
験
に
照
ら
し
内
務
省
衛
生
局
長
て
同
会
委
員
の
長
与
が
原
案
作
成

の
た
め
の
調
査
に
従
事
し
た
。
こ
う
し
て
同
会
に
提
出
さ
れ
た
「
改

正
虎
列
刺
病
予
防
消
毒
心
得
書
案
」
は
同
年
四
月
六
日
以
降
審
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

付
さ
れ
、
七
月
卜
一
日
を
も
っ
て
逐
条
議
を
経
て
議
決
さ
れ
た
。
長

与
原
案
に
よ
り
改
正
増
補
さ
れ
た
箇
条
の
う
ち
と
り
わ
け
注
目
さ
れ

る
の
は
「
衛
生
組
合
ノ
事
」
で
あ
ろ
う
。
該
案
件
に
関
す
る
同
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

決
の
主
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
衛
生
組
合
ノ
事
ハ
改
正
案
二
於
テ
新
二
増
補
セ
シ
モ
ノ
ニ
係
ル
其
方

　
法
ノ
大
要
ハ
各
町
村
二
便
宜
組
合
ヲ
編
成
シ
摂
生
清
潔
消
毒
等
二
関
ス

　
ル
約
束
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
復
行
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
。
蓋
シ
各
自
ノ
摂
生
清

　
潔
法
ヲ
守
リ
テ
病
毒
誘
発
ノ
因
ヲ
除
ク
事
、
患
者
ノ
隠
蔽
ヲ
防
キ
患
者

　
ノ
発
見
ヲ
速
ニ
シ
テ
消
毒
施
行
ノ
機
ヲ
失
ハ
サ
ル
事
等
ハ
予
防
撲
滅
法

　
中
ノ
最
要
件
ナ
リ
ト
雛
モ
、
其
事
タ
ル
元
ト
人
々
ノ
用
意
如
何
二
依
テ

　
始
メ
テ
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
二
組
合
自
治
ノ
法
ヲ
設
テ
隣
保
郷
党

　
ヲ
シ
テ
互
二
相
扶
ケ
相
警
メ
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
到
底
十

　
分
ノ
実
効
ヲ
収
ム
ル
能
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
此
方
法
ヲ
設
ケ
タ
ル
ナ
リ
。

　
中
央
衛
生
会
は
同
心
得
書
を
審
議
す
る
か
た
わ
ら
、
同
年
五
月
卜

八
日
に
長
与
よ
り
建
議
さ
れ
た
「
東
京
二
衛
生
工
事
ヲ
興
ス
ノ
議
」

　
　
　
　
（
9
）

を
と
り
あ
げ
た
。
同
議
案
に
対
し
て
同
会
が
「
衛
生
法
ノ
真
意
ハ
人

ヲ
シ
テ
疾
病
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
。
虎
列
刺
病
ノ
予
防
法
二
於
ケ

ル
モ
亦
同
シ
。
衛
生
工
事
ヲ
興
シ
テ
水
土
家
屋
ヲ
清
潔
ニ
シ
病
毒
ヲ

掃
墨
シ
テ
其
躍
ヲ
社
会
二
絶
タ
シ
ム
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
真
正
ノ
予
防
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ト
ハ
謂
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
し
た
よ
う
に
、
予
防
消
毒
法
の
励

行
は
所
詮
一
種
の
対
処
療
法
に
す
ぎ
ず
、
「
真
止
ノ
予
防
法
」
と
し

て
は
衛
生
工
事
が
念
頭
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
長
与
案
に
よ
れ
ば
、
「
元
来
衛
生
工
事
ハ
上
水
ノ
供
給
法

下
水
ノ
排
除
法
家
屋
ノ
建
築
法
等
ノ
事
項
ヲ
包
括
シ
一
二
者
ノ
必
要
何

レ
モ
軽
重
ノ
差
ナ
シ
ト
錐
モ
之
ヲ
一
斉
二
着
手
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ハ

費
額
莫
大
ニ
シ
テ
実
際
行
ハ
ル
ヘ
キ
ノ
コ
ト
ニ
非
ス
。
故
二
三
者
ノ

中
二
就
キ
其
最
モ
急
務
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
選
テ
先
ツ
之
力
工
事
ヲ
興
ス
ヘ

シ
。
而
シ
テ
本
員
ハ
上
水
ノ
供
給
法
ヲ
以
テ
最
急
ナ
ル
モ
ノ
ト
ス
。

何
ト
ナ
レ
ハ
飲
料
水
ハ
直
接
二
各
自
ノ
ロ
腹
二
入
ル
モ
ニ
シ
テ
今
日

ノ
学
説
二
檬
ル
ヘ
キ
ハ
本
邦
ノ
大
災
厄
タ
ル
虎
列
刺
病
ノ
予
防
二
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

モ
緊
切
ナ
ル
関
係
ア
レ
ハ
ナ
リ
」
と
の
優
先
順
位
が
つ
け
ら
れ
た
。

同
議
案
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
長
谷
川
泰
、
ベ
ル
ツ
、
高
崎
五
六
、

実
吉
安
純
、
長
与
専
斎
ら
が
調
査
委
員
に
任
命
さ
れ
、
審
議
が
進
め

ら
れ
た
。
そ
し
て
同
年
六
月
三
十
日
、
内
閣
総
理
大
臣
、
内
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

宛
に
建
議
書
が
提
出
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
は
長
与
に
と
っ
て
年
来
の
構
想
を
具
体
化
す
る
も

の
に
等
し
か
っ
た
。
長
与
自
身
、
「
衛
生
工
事
の
如
き
、
あ
る
い
は

要
路
の
人
に
説
き
あ
る
い
は
建
議
の
書
を
呈
し
て
そ
の
必
要
を
主
張

し
た
れ
ど
も
、
こ
れ
が
実
行
を
断
ず
る
の
運
び
に
至
ら
ず
、
年
々

歳
々
の
流
行
に
姑
息
の
予
防
法
を
繰
返
し
、
衛
生
の
路
に
当
た
れ
る

者
は
い
た
ず
ら
に
焦
頭
燗
額
の
労
に
服
し
て
奔
命
に
疲
る
る
の
み
な

（
1
3
）

り
き
」
と
回
顧
し
、
当
時
東
京
府
知
事
で
あ
っ
た
芳
川
顕
正
と
謀
り

神
田
下
水
工
事
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
成
果
は
「
ほ
と
ん
ど
一
場
の

（
1
4
）

児
戯
」
に
終
わ
っ
た
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。

　
長
与
は
こ
れ
以
降
、
東
京
市
区
改
正
事
業
の
進
捗
に
呼
応
す
る
形

で
水
道
改
良
論
を
展
開
し
、
古
市
公
威
、
永
井
久
一
郎
、
倉
田
吉
嗣

ら
に
英
国
工
学
士
バ
ル
ト
ン
を
加
え
て
上
水
下
水
設
計
委
員
会
を
主

宰
し
た
。
も
っ
と
も
下
水
工
事
に
つ
い
て
は
設
計
が
鋭
意
進
め
ら
れ

た
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
日
の
目
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
、
水
道
改
良
計
画
は
東
京
市
区
改
正
委
員
会
の
決
議
を
経

て
政
府
の
裁
可
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
市
債
、
国
庫
補
助
に
よ
る
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

政
的
手
当
て
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
島
和
貴
氏
が
指
摘
す
る

　
（
1
6
）

よ
う
に
、
内
務
省
衛
生
局
は
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
環
境
衛
生
整
備

の
観
点
に
立
っ
て
下
水
道
事
業
の
有
用
性
を
高
く
評
価
し
て
い
た
が
、

実
際
に
は
上
水
道
整
備
計
画
に
よ
り
高
い
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。
十
九
年
の
コ
レ
ラ
禍
が
過
去
最
大
の
惨
状
を
呈
し
た
こ

と
も
あ
り
、
結
果
と
し
て
上
水
道
整
備
に
予
算
は
重
点
配
分
さ
れ
る

　
　
　
　
（
1
7
）

こ
と
に
な
っ
た
。

　
明
治
二
十
二
年
、
『
中
央
衛
生
会
第
九
次
年
報
』
を
上
呈
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

あ
た
り
、
芳
川
中
央
衛
生
会
会
長
は
水
道
条
例
を
「
本
会
二
於
テ
特

書
ス
ヘ
キ
一
鉄
案
」
あ
る
い
は
「
客
年
本
会
二
於
テ
審
議
セ
ル
事
項

中
其
最
重
要
ナ
ル
モ
ノ
」
と
す
る
と
と
も
に
、
「
純
潔
ナ
ル
飲
料
水

ノ
摂
生
上
緊
切
重
要
ナ
ル
コ
ト
漸
ク
人
心
二
彌
倫
シ
都
府
要
港
二
於

テ
或
ハ
既
二
上
水
引
設
ノ
挙
ア
リ
、
或
ハ
之
力
起
工
ノ
計
画
ヲ
為
ス
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モ
ノ
ア
ル
ニ
起
因
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
衛
生
工
事
ヲ
興
ス
ノ
最
大
急

　
　
　
（
畑
）

務
ナ
ル
コ
ト
」
を
繰
り
返
し
述
べ
、
「
」
水
ノ
供
給
下
水
ノ
排
除
其

緒
二
就
キ
水
土
ヲ
シ
テ
清
潔
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ハ
虎
列
刺
病
其
他

各
種
ノ
伝
染
病
モ
遂
二
其
病
毒
ヲ
縦
ニ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ニ
至
ル

（
2
0
）

ヘ
シ
」
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。

　
す
で
に
長
与
は
明
治
二
十
年
十
一
月
、
水
道
事
業
は
そ
も
そ
も
地

方
政
府
が
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
諸
般
の
事
情
か
ら
地
方
政
府
が
着

手
で
き
な
い
場
合
に
は
私
立
会
社
に
委
託
し
、
し
か
る
べ
く
地
方
政

府
が
監
督
、
保
護
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
「
市
街
施
設
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

道
条
例
案
」
を
発
議
し
て
い
た
。
同
議
案
は
翌
二
十
一
年
五
月
、
内

務
大
臣
よ
り
中
央
衛
生
会
に
諮
詞
さ
れ
、
逐
次
総
体
議
、
及
び
逐
条

議
、
確
定
議
が
行
わ
れ
、
修
正
可
決
の
後
、
七
月
十
口
に
内
務
大
臣

　
　
　
　
（
望
）

に
復
申
さ
れ
た
。
当
時
、
長
崎
、
大
阪
、
東
京
て
は
そ
れ
ぞ
れ
私
営

水
道
計
画
の
出
願
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
行
政
上
］
定

の
監
督
、
保
護
方
針
を
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
向
性
は
同
年
四
月
成
立
の
市
制
町
村
制
に
よ
っ
て
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
加
速
化
さ
れ
、
同
年
十
月
の
水
道
条
例
へ
と
結
実
さ
れ
て
い
っ
た
。

中
央
衛
生
会
は
こ
の
年
五
月
、
内
務
二
等
技
師
で
わ
が
国
初
の
工
学

博
士
で
あ
る
古
市
公
威
、
帝
国
大
学
書
記
官
永
井
久
一
郎
に
加
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

帝
国
大
学
雇
の
バ
ル
ト
ン
を
同
会
臨
時
委
員
に
委
嘱
し
た
。
衛
生
工

事
は
か
く
し
て
格
段
の
進
展
を
み
、
内
務
省
衛
生
局
も
本
格
的
に
該

事
業
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
上
水
道
整
備
を
中
心
と
し
た
衛
生
工
事
は
東
京
市
区
改
正
条
例
の

制
定
を
契
機
に
衛
生
行
政
の
中
核
的
部
分
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
り
、

一
方
各
地
て
は
予
防
消
毒
心
得
書
の
発
布
と
と
も
に
衛
生
組
合
が
編

成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
八
月
四
日
発
布
の
「
伝

染
病
予
防
及
消
毒
心
得
書
」
に
み
え
る
通
り
、
「
予
防
ノ
方
法
ヲ
実

際
二
徹
底
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
衛
生
組
合
ヲ
設
ケ
組
合
中
互
二
警

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

戒
扶
持
ス
ル
ヲ
良
シ
ト
ス
」
、
あ
る
い
は
「
到
底
衛
生
組
合
ノ
法
ヲ

設
ケ
隣
保
相
互
ノ
制
裁
ヲ
以
テ
各
人
ノ
注
意
戒
慎
ヲ
喚
起
ス
ル
ニ
非

サ
レ
ハ
市
町
付
共
同
ノ
方
法
モ
其
全
効
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル

（
2
6
）

ナ
リ
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
年
の
「
心
得
書
」
で
は
「
衛
生
組

合
ノ
設
ケ
ア
ル
地
方
二
於
テ
ハ
衛
生
組
合
長
二
於
テ
其
予
防
法
ヲ
各

　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

家
二
告
知
ス
ル
ヲ
要
ス
」
と
し
、
感
染
後
の
処
置
は
衛
生
主
務
吏
員

及
び
警
察
官
吏
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
動
き
を
長
与
は
「
警
察

　
　
　
（
2
8
）

的
武
断
政
略
」
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
、
巡
査
に
代
わ
っ

て
医
師
が
感
染
の
認
定
に
あ
た
る
事
態
を
「
そ
の
性
質
に
お
い
て
自

　
　
　
　
　
　
（
四
）

治
の
事
業
に
属
す
る
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
十
九
年
以
降
「
自
治
衛

生
」
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
（
1
）
　
小
栗
前
掲
書
で
は
、
衛
生
委
員
公
選
制
の
改
正
、
地
方
財
政
に

　
　
お
け
る
衛
生
財
政
の
削
減
、
と
「
衛
生
委
員
通
信
事
務
手
続
」
の
如

　
　
き
煩
項
に
し
て
膨
大
な
事
務
量
が
結
果
と
し
て
主
体
的
で
積
極
的
な

81



法学研究73巻4号（2000：4）

　
衛
生
委
員
を
減
少
せ
し
め
、
衛
生
委
員
制
の
形
骸
化
を
招
い
た
と
の

　
評
価
を
加
え
て
い
る
（
同
書
、
一
六
一
頁
）
。

（
2
）
　
尾
崎
前
掲
論
文
、
二
〇
四
頁
以
下
参
照
。
警
視
庁
官
制
と
地
方

官
官
制
と
の
相
乗
効
果
を
考
慮
す
れ
ば
、
従
来
内
務
省
衛
生
局
傘
下

　
の
事
務
系
統
で
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
衛
生
事
務
事
項
の
大
半
が
行
政

　
警
察
の
職
掌
と
さ
れ
、
地
方
レ
ベ
ル
で
も
各
県
衛
生
課
に
代
わ
り
警

　
察
本
部
の
権
限
拡
張
を
背
景
に
警
察
署
が
多
大
の
権
限
を
行
使
す
る

　
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
3
）
　
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
類
聚
』
、
明
治
二
十
年
三
月
十
七

　
日
付
「
地
方
衛
生
会
規
則
改
正
之
件
」
、
上
申
で
は
明
治
十
二
年
以

　
降
に
お
け
る
同
会
の
組
織
状
況
が
述
べ
ら
れ
、
十
三
年
の
組
織
改
正

　
に
よ
り
、
「
郡
区
長
化
学
家
ヲ
置
ク
モ
ノ
ア
リ
或
ハ
之
ヲ
置
カ
ス
シ

　
テ
土
木
師
ヲ
入
ル
ル
者
ア
ル
カ
如
ク
常
二
必
要
ナ
ラ
サ
ル
者
モ
或
場

合
二
必
要
ナ
リ
ト
シ
テ
之
ヲ
会
員
二
加
へ
置
ク
等
」
臨
機
の
措
置
が

　
講
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
同
規
則
第
三
条
で
は
、
「
地
方
衛
生
会
ハ
府
県
内
公
衆
衛
生
獣

畜
衛
生
二
関
ス
ル
事
項
二
就
テ
ハ
警
視
総
監
、
府
県
知
事
二
建
議
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
、
第
五
条
で
は
「
会
長
ハ
本
会
議
事
規
則
二
依

　
リ
議
事
ヲ
整
頓
シ
其
議
定
セ
シ
モ
ノ
ヲ
警
視
総
監
、
府
県
知
事
二
具

申
ス
」
と
の
規
定
か
ら
は
衛
生
事
務
に
関
し
て
地
方
行
政
、
警
察
行

政
双
方
の
同
等
な
関
与
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

（
5
）
　
同
規
則
第
四
条
に
よ
れ
ば
、
府
県
知
事
が
会
長
に
就
任
し
、
委

員
に
は
府
県
第
二
部
長
、
警
部
長
、
東
京
ハ
警
視
庁
第
一
局
長
、
府

県
庁
所
在
地
ノ
郡
長
又
ハ
区
長
一
人
、
府
県
会
常
置
委
員
三
人
、
医

師
三
人
乃
至
五
人
、
獣
医
一
人
、
化
学
家
一
人
、
そ
の
他
臨
時
委
員

　
及
び
書
記
（
府
県
属
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
6
）
　
『
中
央
衛
生
会
第
八
次
年
報
』
、
五
頁
。

（
7
）
　
同
右
『
年
報
』
に
よ
れ
ば
、
長
与
の
改
正
心
得
書
案
は
九
章
五

十
九
条
及
び
付
則
三
条
よ
り
な
り
、
前
年
の
訓
令
に
比
べ
四
章
三
十

　
三
条
の
増
加
と
い
っ
た
充
実
し
た
内
容
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
同
、

　
七
頁
）
。

（
8
）
　
同
右
『
年
報
』
、
八
頁
－
九
頁
。
衛
生
組
合
は
明
治
十
年
代
末

　
よ
り
中
央
衛
生
会
が
衛
生
工
事
や
海
港
検
疫
と
と
も
に
重
点
施
策
と

　
し
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
各
地
に
段
階
的
に
組

合
や
衛
生
会
が
設
置
さ
れ
た
背
景
に
は
十
九
年
の
コ
レ
ラ
の
猛
威
と

同
時
に
町
村
衛
生
委
員
制
の
廃
止
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

　
（
小
栗
前
掲
書
、
一
六
九
頁
参
照
）
。

（
9
）
　
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
十
三
巻
に
よ
れ
ば
、
東
京
府
で

　
は
下
水
道
改
造
俊
藻
取
締
法
の
改
正
が
な
さ
れ
、
神
奈
川
県
で
は
下

水
構
造
汚
物
掃
除
諸
則
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
各
地
で
衛
生
工
事
へ

　
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
が
、
「
皆
其
費
用
ノ
寡
少
ナ
ル

簡
易
急
速
ノ
方
法
ノ
ミ
故
二
漸
々
歩
々
ヲ
進
メ
善
良
ナ
ル
飲
水
ノ
供

給
完
全
ナ
ル
下
水
溝
ノ
敷
設
及
家
屋
ノ
構
造
等
百
般
ノ
改
良
ヲ
計
画

　
シ
真
ノ
予
防
法
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
コ
ト
極
メ
テ
緊
急
ナ
リ
」
と
の
認

　識が

示
さ
れ
て
い
る
（
同
、
二
七
一
頁
）
。

（
1
0
）
（
n
）
　
『
中
央
衛
生
会
第
八
次
年
報
』
、
二
三
頁
i
二
五
頁
。
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（
1
2
）
　
「
建
議
書
」
の
中
で
は
、
「
虎
列
刺
病
ノ
予
防
タ
ル
衛
生
工
事
即

　
チ
上
水
ノ
供
給
下
水
ノ
排
除
ヲ
以
テ
骨
子
ト
ナ
シ
病
毒
ヲ
シ
テ
其
地

　
二
蕃
殖
セ
シ
メ
ス
其
水
二
流
伝
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
以
テ
万
全
ノ
長
策
ト

　
ナ
ス
ハ
娩
近
欧
州
諸
国
学
理
実
験
ノ
一
致
ス
ル
所
ニ
シ
テ
之
ヲ
措
テ

他
二
由
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ナ
リ
」
、
あ
る
い
は
「
衛
生
工
事
ノ
虎
列

刺
病
予
防
二
緊
切
ナ
ル
斯
ノ
如
シ
ト
錐
モ
各
地
ヲ
シ
テ
同
時
二
之
ヲ

　
挙
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ノ
障
碍
ア
リ
。
即
チ
費
額
浩
繁
ニ
シ
テ

　
其
出
所
二
苦
ム
コ
ト
是
レ
ナ
リ
。
依
テ
最
モ
人
口
稠
密
ニ
シ
テ
衛
生

　
緊
要
ナ
ル
都
会
ノ
地
二
就
キ
排
水
給
水
ノ
ニ
者
其
緩
急
ヲ
分
チ
之
ヲ

　
施
行
ス
ル
ハ
亦
時
宜
ノ
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
タ
リ
」
な
ど
衛
生
工

　
事
を
め
ぐ
る
衛
生
局
の
基
本
方
針
が
表
明
さ
れ
て
い
る
（
同
、
二
八

　
頁
i
二
九
頁
）
。

（
1
3
）
（
1
4
）
　
『
松
香
私
志
』
、
一
七
六
頁
。

（
1
5
）
　
中
島
工
学
博
士
記
念
『
日
本
水
道
史
』
、
二
六
九
頁
に
は
、
「
市

　
内
に
於
け
る
上
水
井
及
び
掘
井
の
状
態
は
以
上
の
如
く
な
る
を
以
て
、

　
之
を
改
良
す
る
の
は
衛
生
上
水
防
火
上
共
に
急
要
に
し
て
民
間
に
於

　
て
も
又
水
道
改
良
論
あ
り
明
治
二
十
年
五
月
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑

　
誌
に
於
て
津
田
仙
の
発
表
せ
る
玉
川
上
水
改
良
説
あ
り
一
般
に
漸
次

　
水
道
改
良
の
必
要
を
唱
導
す
る
に
至
れ
り
。
明
治
二
十
一
年
十
月
五

　
日
東
京
市
区
改
正
委
員
会
に
於
て
上
水
改
良
設
計
調
査
を
な
す
の
議

　
を
決
し
、
同
月
十
二
日
衛
生
工
師
バ
ル
ト
ン
、
長
与
専
斎
、
古
市
公

　
威
、
原
口
要
、
山
口
半
六
、
永
井
久
一
郎
、
倉
田
吉
嗣
の
七
名
に
其

　
調
査
を
委
嘱
し
、
同
月
二
十
九
日
委
員
会
は
区
債
を
起
し
て
上
水
改

良
工
事
の
実
を
挙
ぐ
る
の
議
を
定
め
、
十
一
月
一
日
国
庫
補
助
を
請

　
ふ
の
建
議
を
な
す
」
と
み
え
る
。

（
1
6
）
　
小
島
和
貴
「
日
本
環
境
衛
生
政
策
の
形
成
に
関
す
る
行
政
史
的

考
察
」
『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
三
八
号
、
一
八
七
頁
以
下
。

（
1
7
）
藤
森
照
信
監
修
『
東
京
都
市
計
画
資
料
集
成
（
明
治
大
正
篇

　
一
）
』
昭
和
六
二
年
、
本
の
友
社
四
頁
。

（
1
8
）
　
明
治
二
十
一
年
十
月
十
日
付
内
務
省
衛
生
局
主
査
加
藤
尚
志
発

議
「
水
道
条
例
」
の
立
案
及
び
成
立
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
日

本
水
道
協
会
『
日
本
水
道
史
』
昭
和
四
二
年
、
三
五
三
頁
以
下
を
参

　照。

（
1
9
）
（
2
0
）
　
『
中
央
衛
生
会
第
九
次
年
報
』
芳
川
会
長
同
年
報
進
呈
文
。

（
2
1
）
前
掲
『
日
本
水
道
史
』
（
日
本
水
道
協
会
）
、
三
五
『
頁
⊥
二
五

　
二
頁
。

（
2
2
）
　
『
中
央
衛
生
会
第
九
次
年
報
』
「
市
街
私
設
水
道
条
例
案
ノ
件
」
、

　
二
二
頁
。

（
2
3
）
各
地
に
お
け
る
私
営
水
道
の
企
画
等
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
日

本
水
道
史
』
（
日
本
水
道
協
会
）
、
一
四
七
頁
以
下
に
詳
し
く
、
神
戸
、

長
崎
、
福
島
等
の
進
捗
状
況
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
『
中
央
衛
生
会
第
九
次
年
報
』
、
第
三
項
、
職
員
増
減
、
二
九
頁

　
以
下
参
照
。

（
2
5
）
（
2
6
）
　
『
公
文
類
聚
』
、
明
治
二
十
三
年
八
月
四
日
付
「
伝
染
病
予

　
防
及
消
毒
心
得
書
」
。

（
2
7
）
　
同
右
資
料
か
ら
も
、
衛
生
組
合
は
予
防
衛
生
上
最
低
限
度
の
互
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助
的
連
絡
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
歴
史
的
性
格
に

　
つ
い
て
は
小
栗
前
掲
書
及
び
尾
崎
耕
司
「
伝
染
病
予
防
法
考
－
市
町

村
自
治
と
機
関
委
任
事
務
に
関
す
る
一
考
察
」
京
都
民
科
歴
史
部
会

　
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
ニ
ニ
ニ
号
参
照
。

（
2
8
）
（
2
9
）
　
『
松
香
私
志
』
、
↓
七
一
頁
－
一
七
二
頁
。

五
、
結
び

　
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
明
治
十
年
代
、
中
央
衛
生
会
も
地
方
衛
生

会
も
着
実
に
発
展
し
、
内
務
省
衛
生
局
を
中
心
に
政
府
も
衛
生
行
政

に
つ
い
て
財
政
支
援
を
行
う
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
。
政
府
は
衛
生
事

務
漸
次
拡
張
の
方
針
を
打
ち
出
し
、
中
央
衛
生
会
経
費
を
は
じ
め
衛

生
事
務
に
か
か
わ
る
費
用
の
支
弁
に
つ
い
て
予
算
措
置
を
講
じ
る
構

え
で
あ
っ
た
。
中
央
衛
生
会
で
も
財
源
の
模
索
や
重
点
政
策
の
洗
い

な
お
し
が
鋭
意
進
め
ら
れ
、
地
方
衛
生
行
政
の
中
央
統
制
と
地
方
制

度
の
基
盤
整
備
が
一
段
と
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
与
は
中

央
衛
生
会
委
員
か
ら
の
上
申
を
も
と
に
、
衛
生
費
の
捻
出
に
余
念
が

な
く
、
事
務
拡
張
期
に
お
け
る
公
衆
衛
生
の
充
実
と
地
方
衛
生
制
度

の
実
効
化
を
力
説
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

　
度
重
な
る
コ
レ
ラ
禍
に
大
蔵
省
も
衛
生
費
に
対
し
て
松
方
デ
フ
レ

下
に
お
け
る
例
外
的
優
遇
措
置
を
と
り
、
内
務
省
も
中
央
衛
生
会
の

機
構
改
革
に
力
を
注
い
だ
。
そ
の
結
果
、
中
央
衛
生
会
は
明
治
十
七

年
の
段
階
か
ら
衛
生
警
察
の
拡
張
と
衛
生
工
事
の
推
進
を
掲
げ
た
。

す
な
わ
ち
、
衛
生
行
政
へ
の
警
察
の
介
入
と
衛
生
工
事
の
実
施
に
よ

る
根
本
的
な
流
行
病
対
策
は
比
較
的
早
い
衛
生
行
政
拡
張
期
に
す
で

に
着
手
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
と
は
い
え
、
す
で
に

み
た
よ
う
に
、
長
与
の
い
う
「
十
九
年
の
頓
挫
」
は
あ
く
ま
で
理
念

的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
挫
折
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
は
依

然
と
し
て
自
治
的
要
素
を
多
分
に
残
し
た
衛
生
組
合
の
創
設
や
民
間
、

自
治
体
中
心
の
衛
生
工
事
が
企
画
、
推
進
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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